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議案第１２０号

琴浦町職員の定年等に関する条例の一部改正について

別紙のとおり、琴浦町職員の定年等に関する条例の一部を改正することに

ついて、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第９６条第１項の規定によ

り、本議会の議決を求める。

令和 ４ 年１２月 ８ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ４ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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令和４年琴浦町条例第 号

琴浦町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例

琴浦町職員の定年等に関する条例(平成16年琴浦町条例第32号)の一部を次の

ように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で

示すように改正する。

改正後 改正前

目次

第１章 総則(第１条)

第２章 定年制度(第２条―第５条)

第３章 管理監督職勤務上限年齢制(第

６条―第11条)

第４章 定年前再任用短時間勤務制(第1

2条・第13条)

第５章 雑則(第14条)

附則

第１章 総則

(趣旨) (趣旨)

第１条 この条例は、地方公務員法(昭和2

5年法律第261号。以下「法」という。)

第22条の４第１項及び第２項、第22条の

５第１項、第28条の２、第28条の５、第2

8条の６第１項から第３項まで並びに第2

8条の７の規定に基づき、職員の定年等に

関し必要な事項を定めるものとする。

第１条 この条例は、地方公務員法(昭和2

5年法律第261号)第28条の２第１項から

第３項まで及び第28条の３の規定に基づ

き、職員の定年等に関し必要な事項を定

めるものとする。

第２章 定年制度

(定年による退職) (定年による退職)

第２条 職員は、定年に達したときは、定

年に達した日以後における最初の３月31

日(以下「定年退職日」という。)に退職

第２条 職員は、定年に達したときは、定

年に達した日後における最初の３月31日

(以下「定年退職日」という。)に退職す
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する。 る。

(定年) (定年)

第３条 職員の定年は、年齢65年とする。 第３条 職員の定年は、年齢60年とする。

(定年による退職の特例) (定年による退職の特例)

第４条 任命権者は、定年に達した職員が

第２条の規定により退職すべきこととな

る場合において、次に掲げる事由がある

と認めるときは、同条の規定にかかわら

ず、当該職員に係る定年退職日の翌日か

ら起算して１年を超えない範囲内で期限

を定め、当該職員を当該定年退職日にお

いて従事している職務に従事させるた

め、引き続き勤務させることができる。

ただし、第９条第１項から第４項までの

規定により異動期間(同条第１項に規定

する異動期間をいう。以下この項及び次

項において同じ。)(同条第１項又は第２

項の規定により延長された異動期間を含

む。)を延長した職員であって、定年退職

日において管理監督職(第６条に規定す

る職をいう。以下この条及び次章におい

て同じ。)を占めている職員については、

第９条第１項又は第２項の規定により当

該異動期間を延長した場合であって、引

き続き勤務させることについて町長の承

認を得たときに限るものとし、当該期限

は、当該職員が占めている管理監督職に

係る異動期間の末日の翌日から起算して

３年を超えることができない。

第４条 任命権者は、定年に達した職員が

第２条の規定により退職すべきこととな

る場合において、次の各号のいずれかに

該当すると認めるときは、その職員に係

る定年退職日の翌日から起算して１年を

超えない範囲内で期限を定め、その職員

を当該職務に従事させるため引き続いて

勤務させることができる。

(１) 当該職務が高度の知識、技能又は

経験を必要とするものであるため、当

該職員の退職により生ずる欠員を容易

に補充することができず公務の運営に

著しい支障が生ずること。

(１) 当該職務が高度の知識、技能又は

経験を必要とするものであるため、そ

の職員の退職により公務の運営に著し

い支障が生ずるとき。

(２) 当該職務に係る勤務環境その他の

勤務条件に特殊性があるため、当該職

(２) 当該職務に係る勤務環境その他の

勤務条件に特殊性があるため、その職
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員の退職による欠員を容易に補充する

ことができず公務の運営に著しい支障

が生ずること。

員の退職による欠員を容易に補充する

ことができないとき。

(３) 当該職務を担当する者の交替が当

該業務の遂行上重大な障害となる特別

の事情があるため、当該職員の退職に

より公務の運営に著しい支障が生ずる

こと。

(３) 当該職務を担当する者の交替がそ

の業務の遂行上重大な障害となる特別

の事情があるため、その職員の退職に

より公務の運営に著しい支障が生ずる

とき。

２ 任命権者は、前項の期限又はこの項の

規定により延長された期限が到来する場

合において、前項各号に掲げる事由が引

き続きあると認めるときは、これらの期

限の翌日から起算して１年を超えない範

囲内で期限を延長することができる。た

だし、当該期限は、当該職員に係る定年

退職日(同項ただし書に規定する職員に

あっては、当該職員が占めている管理監

督職に係る異動期間の末日)の翌日から

起算して３年を超えることができない。

２ 任命権者は、前項の期限又はこの項の

規定により延長された期限が到来する場

合において、前項の事由が引き続き存す

ると認められるときは、１年を超えない

範囲内で期限を延長することができる。

ただし、その期限は、その職員に係る定

年退職日の翌日から起算して３年を超え

ることができない。

３ 任命権者は、第１項の規定により職員

を引き続き勤務させる場合又は前項の規

定により期限を延長する場合には、当該

職員の同意を得なければならない。

３ 任命権者は、第１項の規定により職員

を引き続いて勤務させる場合又は前項の

規定により期限を延長する場合には、当

該職員の同意を得なければならない。

４ 任命権者は、第１項の規定により引き

続き勤務することとされた職員及び第２

項の規定により期限が延長された職員に

ついて、第１項の期限又は第２項の規定

により延長された期限が到来する前に第

１項各号に掲げる事由がなくなったと認

めるときは、当該職員の同意を得て、期

日を定めて当該期限を繰り上げるものと

する。

４ 任命権者は、第１項の期限又は第２項

の規定により延長された期限が到来する

前に第１項の事由が存しなくなったと認

めるときは、当該職員の同意を得て、期

日を定めてその期限を繰り上げて退職さ

せることができる。

５ 前各項の規定を実施するために必要な

手続は、町長が規則で定める。

５ 前各項の規定を実施するために必要な

手続は、町長が定める。

第３章 管理監督職勤務上限年齢制

(管理監督職勤務上限年齢制の対象とな
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る管理監督職)

第６条 法第28条の２第１項に規定する条

例で定める職は、次に掲げる職とする。

(１) 琴浦町職員の給与に関する条例

(平成16年琴浦町条例第50号)第８条第

１項に規定する職

(２) 琴浦町公営企業職員の給与の種類

及び基準に関する条例(平成16年琴浦

町条例第186号)第４条に規定する職

(管理監督職勤務上限年齢)

第７条 法第28条の２第１項に規定する管

理監督職勤務上限年齢は、年齢60年とす

る。

(他の職への降任等を行うに当たって遵

守すべき基準)

第８条 任命権者は、法第28条の２第４項

に規定する他の職への降任等(以下この

章において「他の職への降任等」という。)

を行うに当たっては、法第13条、第15条、

第23条の３、第27条第１項及び第56条に

定めるもののほか、次に掲げる基準を遵

守しなければならない。

(１) 当該職員の人事評価の結果又は勤

務の状況及び職務経験等に基づき、降

任又は転任(降給を伴う転任に限る。)

(以下この条及び第10条において「降任

等」という。)をしようとする職の属す

る職制上の段階の標準的な職に係る法

第15条の２第１項第５号に規定する標

準職務遂行能力(次条第３項において

「標準職務遂行能力」という。)及び当

該降任等をしようとする職についての

適性を有すると認められる職に、降任

等をすること。

(２) 人事の計画その他の事情を考慮し

た上で、管理監督職以外の職又は管理

監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢
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を超える管理監督職のうちできる限り

上位の職制上の段階に属する職に、降

任等をすること。

(３) 当該職員の他の職への降任等をす

る際に、当該職員が占めていた管理監

督職が属する職制上の段階より上位の

職制上の段階に属する管理監督職を占

める職員(以下この号において「上位職

職員」という。)の他の職への降任等も

する場合には、第１号に掲げる基準に

従った上での状況その他の事情を考慮

してやむを得ないと認められる場合を

除き、上位職職員の降任等をした職が

属する職制上の段階と同じ職制上の段

階又は当該職制上の段階より下位の職

制上の段階に属する職に、降任等をす

ること。

(管理監督職勤務上限年齢による降任等

及び管理監督職への任用の制限の特例)

第９条 任命権者は、他の職への降任等を

すべき管理監督職を占める職員につい

て、次に掲げる事由があると認めるとき

は、当該職員が占める管理監督職に係る

異動期間(当該管理監督職に係る管理監

督職勤務上限年齢に達した日の翌日から

同日以後における最初の４月１日までの

間をいう。以下この章において同じ。)

の末日の翌日から起算して１年を超えな

い期間内(当該期間内に定年退職日があ

る職員にあっては、当該異動期間の末日

の翌日から定年退職日までの期間内。第

３項において同じ。)で当該異動期間を延

長し、引き続き当該管理監督職を占める

職員に、当該管理監督職を占めたまま勤

務をさせることができる。

(１) 当該職務が高度の知識、技能又は

経験を必要とするものであるため、当
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該職員の他の職への降任等により生ず

る欠員を容易に補充することができず

公務の運営に著しい支障が生ずるこ

と。

(２) 当該職務に係る勤務環境その他の

勤務条件に特殊性があるため、当該職

員の他の職への降任等による欠員を容

易に補充することができず公務の運営

に著しい支障が生ずること。

(３) 当該職務を担当する者の交替が当

該業務の遂行上重大な障害となる特別

の事情があるため、当該職員の他の職

への降任等により公務の運営に著しい

支障が生ずること。

２ 任命権者は、前項又はこの項の規定に

より異動期間(これらの規定により延長

された期間を含む。)が延長された管理監

督職を占める職員について、前項各号に

掲げる事由が引き続きあると認めるとき

は、町長の承認を得て、延長された当該

異動期間の末日の翌日から起算して１年

を超えない期間内(当該期間内に定年退

職日がある職員にあっては、延長された

当該異動期間の末日の翌日から定年退職

日までの期間内。第４項において同じ。)

で延長された当該異動期間を更に延長す

ることができる。ただし、更に延長され

る当該異動期間の末日は、当該職員が占

める管理監督職に係る異動期間の末日の

翌日から起算して３年を超えることがで

きない。

３ 任命権者は、第１項の規定により異動

期間を延長することができる場合を除

き、他の職への降任等をすべき特定管理

監督職群(職務の内容が相互に類似する

複数の管理監督職であって、これらの欠

員を容易に補充することができない年齢
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別構成その他の特別の事情がある管理監

督職として規則で定める管理監督職をい

う。以下この項において同じ。)に属する

管理監督職を占める職員について、当該

特定管理監督職群に属する管理監督職の

属する職制上の段階の標準的な職に係る

標準職務遂行能力及び当該管理監督職に

ついての適性を有すると認められる職員

(当該管理監督職に係る管理監督職勤務

上限年齢に達した職員を除く。)の数が当

該管理監督職の数に満たない等の事情が

あるため、当該職員の他の職への降任等

により当該管理監督職に生ずる欠員を容

易に補充することができず業務の遂行に

重大な障害が生ずると認めるときは、当

該職員が占める管理監督職に係る異動期

間の末日の翌日から起算して１年を超え

ない期間内で当該異動期間を延長し、引

き続き当該管理監督職を占めている職員

に当該管理監督職を占めたまま勤務をさ

せ、又は当該職員を当該管理監督職が属

する特定管理監督職群の他の管理監督職

に降任し、若しくは転任することができ

る。

４ 任命権者は、第１項若しくは第２項の

規定により異動期間(これらの規定によ

り延長された期間を含む。)が延長された

管理監督職を占める職員について前項に

規定する事由があると認めるとき(第２

項の規定により延長された当該異動期間

を更に延長することができるときを除

く。)、又は前項若しくはこの項の規定に

より異動期間(前３項又はこの項の規定

により延長された期間を含む。)が延長さ

れた管理監督職を占める職員について前

項に規定する事由が引き続きあると認め

るときは、町長の承認を得て、延長され
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た当該異動期間の末日の翌日から起算し

て１年を超えない期間内で延長された当

該異動期間を更に延長することができ

る。

(異動期間の延長等に係る職員の同意)

第10条 任命権者は、前条各項の規定によ

り異動期間を延長する場合及び同条第３

項の規定により他の管理監督職に降任等

をする場合には、あらかじめ職員の同意

を得なければならない。

(異動期間の延長事由が消滅した場合の

措置)

第11条 任命権者は、第９条の規定により

異動期間を延長した場合において、当該

異動期間の末日の到来前に当該異動期間

の延長の事由が消滅したときは、他の職

への降任等をするものとする。

第４章 定年前再任用短時間勤務制

(定年前再任用短時間勤務職員の任用)

第12条 任命権者は、年齢60年に達した日

以後に退職(臨時的に任用される職員そ

の他の法律により任期を定めて任用され

る職員及び非常勤職員が退職する場合を

除く。)をした者(以下この条及び次条に

おいて「年齢60年以上退職者」という。)

を、従前の勤務実績その他の規則で定め

る情報に基づく選考により、短時間勤務

の職(当該職を占める職員の１週間当た

りの通常の勤務時間が、常時勤務を要す

る職でその職務が当該短時間勤務の職と

同種の職を占める職員の１週間当たりの

通常の勤務時間に比し短い時間である職

をいう。以下この条及び次条において同

じ。)に採用することができる。ただし、

年齢60年以上退職者がその者を採用しよ

うとする短時間勤務の職に係る定年退職

日相当日(短時間勤務の職を占める職員
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が、常時勤務を要する職でその職務が当

該短時間勤務の職と同種の職を占めてい

るものとした場合における定年退職日を

いう。)を経過した者であるときは、この

限りでない。

第13条 任命権者は、前条本文の規定によ

るほか、組合(町が加入する地方自治法

(昭和22年法律第67号)第284条第１項に

規定する一部事務組合及び広域連合をい

う。)の年齢60年以上退職者を、従前の勤

務実績その他の規則で定める情報に基づ

く選考により、短時間勤務の職に採用す

ることができる。

２ 前項の場合においては、前条ただし書

の規定を準用する。

第５章 雑則

(委任)

第14条 この条例の実施に関し必要な事項

は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

１ この条例は、平成16年９月１日から施

行する。

(定年に関する経過措置)

２ 令和５年４月１日から令和13年３月31

日までの間における第３条の規定の適用

については、次の表の左欄に掲げる期間

の区分に応じ、同条中「65年」とあるの

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と

する。

附 則

この条例は、平成16年９月１日から施

行する。

令和５年４月１日

から令和７年３月

31日まで

61年

令和７年４月１日

から令和９年３月

62年
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(情報の提供及び勤務の意思の確認)

３ 任命権者は、当分の間、職員(臨時的に

任用される職員その他の法律により任期

を定めて任用される職員及び非常勤職員

を除く。以下この項において同じ。)が年

齢60年(第７条各号に掲げる職を占める

職員にあっては、当該各号に定める年齢。

以下この項において同じ。)に達する日の

属する年度の前年度(以下この項におい

て「情報の提供及び勤務の意思の確認を

行うべき年度」という。)(情報の提供及

び勤務の意思の確認を行うべき年度に職

員でなかった者で、当該情報の提供及び

勤務の意思の確認を行うべき年度の末日

後に採用された職員(異動等により情報

の提供及び勤務の意思の確認を行うべき

年度の末日を経過することとなった職員

(以下この項において「末日経過職員」と

いう。)を除く。)にあっては、当該職員

が採用された日から同日の属する年度の

末日までの期間、末日経過職員にあって

は、当該職員の異動等の日が属する年度

(当該日が年度の初日である場合は、当該

年度の前年度))において、当該職員に対

し、当該職員が年齢60年に達する日以後

に適用される任用及び給与に関する措置

の内容その他の必要な情報を提供するも

のとするとともに、同日の翌日以後にお

31日まで

令和９年４月１日

から令和11年３月

31日まで

63年

令和11年４月１日

から令和13年３月

31日まで

64年
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附 則

(施行期日)

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、附則第11条の規定は、

公布の日から施行する。

(勤務延長に関する経過措置)

第２条 任命権者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例によ

る改正前の琴浦町職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第４条第１項

又は第２項の規定により勤務することとされ、かつ、旧条例勤務延長期限(同条第１

項の期限又は同条第２項の規定により延長された期限をいう。以下この項において同

じ。)が施行日以後に到来する職員(以下この項において「旧条例勤務延長職員」とい

う。)について、旧条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来

する場合において、この条例による改正後の琴浦町職員の定年等に関する条例(以下

「新条例」という。)第４条第１項各号に掲げる事由があると認めるときは、町長の

承認を得て、これらの期限の翌日から起算して１年を超えない範囲内で期限を延長す

ることができる。ただし、当該期限は、当該旧条例勤務延長職員に係る旧条例第２条

に規定する定年退職日の翌日から起算して３年を超えることができない。

２ 任命権者は、基準日(施行日、令和７年４月１日、令和９年４月１日、令和11年４

月１日及び令和13年４月１日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年

の３月31日までの間、基準日における新条例定年(新条例第３条に規定する定年をい

う。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(基準日が施行日である場合には、

施行日の前日における旧条例第３条に規定する定年)を超える職(基準日における新

条例定年が新条例第３条に規定する定年である職に限る。)及びこれに相当する基準

日以後に設置された職その他の規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の３月31

日までの間に新条例第４条第１項若しくは第２項の規定、地方公務員法の一部を改正

する法律(令和３年法律第63号。以下「令和３年改正法」という。)附則第３条第５項

又は前項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における

当該職に係る新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧

条例第３条に規定する定年)に達している職員(当該規則で定める職にあっては、規則

ける勤務の意思を確認するよう努めるも

のとする。
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で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

３ 新条例第４条第３項から第５項までの規定は、第１項の規定による勤務について準

用する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第３条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の３

月31日(以下この条から附則第６条までにおいて「特定年齢到達年度の末日」という。)

までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧

条例定年(旧条例第３条に規定する定年をいう。以下同じ。)(施行日以後に新たに設

置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当

該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた

当該職に係る年齢。次条第１項において同じ。)に達している者を、従前の勤務実績

その他の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、

当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(１) 施行日前に旧条例第２条の規定により退職した者

(２) 旧条例第４条第１項若しくは第２項、令和３年改正法附則第３条第５項又は前

条第１項の規定により勤務した後退職した者

(３) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前２号に掲げる者を除く。)であって、

当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間にある者

(４) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前３号に掲げる者を除く。)であって、

当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間に、旧地方公務員法再

任用(令和３年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条

の４第１項、第28条の５第１項又は第28条の６第１項若しくは第２項の規定により

採用することをいう。)又は暫定再任用(この項若しくは次項、次条第１項若しくは

第２項、附則第５条第１項若しくは第２項又は附則第６条第１項若しくは第２項の

規定により採用することをいう。次項第６号において同じ。)をされたことがある

者

２ 令和14年３月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度

の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に

係る新条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づ
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く選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用

することができる。

(１) 施行日以後に新条例第２条の規定により退職した者

(２) 施行日以後に新条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務した後退職し

た者

(３) 施行日以後に新条例第12条の規定により採用された者のうち、令和３年改正法

による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の４第３項

に規定する任期が満了したことにより退職した者

(４) 施行日以後に新条例第13条第１項の規定により採用された者のうち、新地方公

務員法第22条の５第３項において準用する新地方公務員法第22条の４第３項に規

定する任期が満了したことにより退職した者

(５) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であっ

て、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間にある者

(６) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であっ

て、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間に、暫定再任用を

されたことがある者

３ 前２項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、１年を超えない範囲内で

更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前２項の規定により採用する者

又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなけれ

ばならない。

４ 暫定再任用職員(第１項若しくは第２項、次条第１項若しくは第２項、附則第５条

第１項若しくは第２項又は附則第６条第１項若しくは第２項の規定により採用され

た職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前項の規定による任期の更新

は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用

職員の能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づき良好

である場合に行うことができる。

５ 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任

用職員の同意を得なければならない。

第４条 任命権者は、前条第１項の規定によるほか、組合(町が加入する地方自治法(昭
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和22年法律第67号)第284条第１項に規定する一部事務組合及び広域連合をいう。次項

及び附則第６条において同じ。)における前条第１項各号に掲げる者のうち、特定年

齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を

要する職に係る旧条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める

情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要す

る職に採用することができる。

２ 令和14年３月31日までの間、任命権者は、前条第２項の規定によるほか、組合にお

ける同項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、

当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達している者を、

従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲

内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

３ 前２項の場合においては、前条第３項から第５項までの規定を準用する。

第５条 任命権者は、新地方公務員法第22条の４第４項の規定にかかわらず、附則第３

条第１項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、

当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新条例第12条に規定する短時間勤務の職

をいう。以下同じ。)に係る旧条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常

時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものと

した場合における旧条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施

行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職

が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、

常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときに

おける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。次条第１項において同じ。)

に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、

１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

２ 令和14年３月31日までの間、任命権者は、新地方公務員法第22条の４第４項の規定

にかかわらず、附則第３条第２項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日ま

での間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定

年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該

短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。
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次条第２項及び附則第10条において同じ。)に達している者(新条例第12条の規定によ

り当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その

他の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当

該短時間勤務の職に採用することができる。

３ 前２項の場合においては、附則第３条第３項から第５項までの規定を準用する。

第６条 任命権者は、前条第１項の規定によるほか、新地方公務員法第22条の５第３項

において準用する新地方公務員法第22条の４第４項の規定にかかわらず、組合におけ

る附則第３条第１項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある

者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧条例定年相当年齢に

達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、１

年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

２ 令和14年３月31日までの間、任命権者は、前条第２項の規定によるほか、新地方公

務員法第22条の５第３項において準用する新地方公務員法第22条の４第４項の規定

にかかわらず、組合における附則第３条第２項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達

年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に

係る新条例定年相当年齢に達している者(新条例第13条第１項の規定により当該短時

間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の規則で

定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤

務の職に採用することができる。

３ 前２項の場合においては、附則第３条第３項から第５項までの規定を準用する。

(令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職及び年齢)

第７条 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。

(１) 施行日以後に新たに設置された職

(２) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職

２ 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行

日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例第３条に規定する定年に

準じた当該職に係る年齢とする。

(令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法

第22条の４第４項の条例で定める職及び年齢)
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第８条 令和３年改正法附則第４条から第７条までの規定が適用される場合における

令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法

第22条の４第４項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。

(１) 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(２) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

２ 令和３年改正法附則第４条から第７条までの規定が適用される場合における令和

３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する法第22条の４第４項

の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとし

た場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が前項に規

定する職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた前項

に規定する職に係る年齢とする。

(令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職

員)

第９条 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職は、次に掲げる職のうち、

当該職が基準日(附則第３条から第６条までの規定が適用される間における各年の４

月１日(施行日を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されてい

たものとした場合において、基準日における新条例定年が基準日の前日における新条

例定年を超える職とする。

(１) 基準日以後に新たに設置された職(短時間勤務の職を含む。)

(２) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職(短時間勤務の職を含

む。)

２ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める者は、前項に規定する職が基準日

の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例

定年に達している者とする。

３ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職員は、第１項に規定する職が基

準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新

条例定年に達している職員とする。

(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

第10条 任命権者は、基準日(令和７年４月１日、令和９年４月１日、令和11年４月１
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日及び令和13年４月１日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の３

月31日までの間、基準日における新条例定年相当年齢が基準日の前日における新条例

定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新条例定年相当年齢が新条例

第３条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以

後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下この条に

おいて「新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日

までに新条例第12条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新条例

第４条第１項又は第２項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含

む。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ

短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している者(当該規則で定める短時間勤

務の職にあっては、規則で定める者)を、新条例第12条又は第13条第１項の規定によ

り採用することができず、新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新条例第

12条又は第13条第１項の規定により採用された職員(以下この条において「定年前再

任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新条

例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している定

年前再任用短時間勤務職員(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定

める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができな

い。

(令和３年改正法附則第２条第３項に規定する条例で定める年齢)

第11条 令和３年改正法附則第２条第３項に規定する条例で定める年齢は、年齢60年と

する。
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議案第１２１号

地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整備に関する条例の制定について

別紙のとおり、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整備に関する条例を制定することについて、地方自治法(昭和２２年法律第６

７号)第９６条第１項の規定により、本議会の議決を求める。

令和 ４ 年１２月 ８ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ４ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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令和４年琴浦町条例第 号

地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に

関する条例

(琴浦町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

第１条 琴浦町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年琴浦町

条例第29号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線

で示すように改正する。

(琴浦町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

第２条 琴浦町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年琴浦町

条例第23号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線

で示すように改正する。

改正後 改正前

(職員の派遣) (職員の派遣)

第２条 略 第２条 略

２ 法第２条第１項に規定する条例で定め

る職員は、次に掲げる職員とする。

２ 法第２条第１項に規定する条例で定め

る職員は、次に掲げる職員とする。

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略

(５) 琴浦町職員の定年等に関する条例

第９条各項の規定により異動期間(こ

れらの規定により延長された期間を含

む。)を延長された管理監督職を占める

職員

(６) 略 (５) 略

３ 略 ３ 略
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(琴浦町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

第３条 琴浦町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年琴浦町条例

第34号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線

で示すように改正する。

改正後 改正前

(報告事項) (報告事項)

第３条 前条の規定により人事行政の運営

の状況に関し、任命権者が報告しなけれ

ばならない事項は、職員(臨時的に任用さ

れた職員及び非常勤職員(地方公務員法

第22条の４第１項に規定する短時間勤務

の職を占める職員及び同法第22条の２第

１項第２号に掲げる職員を除く。)を除

く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項と

する。

第３条 前条の規定により人事行政の運営

の状況に関し、任命権者が報告しなけれ

ばならない事項は、職員(臨時的に任用さ

れた職員及び非常勤職員(地方公務員法

第28条の５第１項に規定する短時間勤務

の職を占める職員及び同法第22条の２第

１項第２号に掲げる職員を除く。)を除

く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項と

する。

(１)～(８) 略 (１)～(８) 略

改正後 改正前

(減給の効果) (減給の効果)

第３条 減給は、１日以上１年以下の期間、

その発令の日に受ける給料の月額(地方

公務員法第22条の２第１項第１号に掲げ

る職員については、琴浦町会計年度任用

職員の給与及び費用弁償に関する条例

(令和元年琴浦町条例第10号)第10条第１

項から第４項までに規定する報酬の額と

当該報酬額に対する第11条に規定する在

勤地域に係る報酬の合計額)及びこれに

対する地域手当の合計額の５分の１以下

に相当する額を給与から減ずるものとす

る。この場合において、その減ずる額が

第３条 減給は、１日以上１年以下の期間、

給料の月額(地方公務員法第22条の２第

１項第１号に掲げる職員については、琴

浦町会計年度任用職員の給与及び費用弁

償に関する条例(令和元年琴浦町条例第1

0号)第10条第１項から第４項までに規定

する報酬の額と当該報酬額に対する第11

条に規定する在勤地域に係る報酬の合計

額)及びこれに対する地域手当の合計額

の５分の１以下に相当する額を給与から

減ずるものとする。
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(琴浦町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

第４条 琴浦町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年琴浦町条例第37

号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線

で示すように改正する。

現に受ける給料の月額及びこれに対する

地域手当の合計額の５分の１に相当する

額を超えるときは、当該額を給与から減

ずるものとする。

改正後 改正前

(１週間の勤務時間) (１週間の勤務時間)

第２条 略 第２条 略

２ 略 ２ 略

３ 地方公務員法第22条の４第１項又は第

22条の５第１項の規定により採用された

職員(以下「定年前再任用短時間勤務職

員」という。)の勤務時間は、第１項の規

定にかかわらず、休憩時間を除き、４週

間を超えない期間につき１週間当たり15

時間30分から31時間までの範囲内で、任

命権者が定める。

３ 地方公務員法第28条の４第１項若しく

は第28条の５第１項又は同法第28条の６

第１項若しくは第２項の規定により採用

された職員で同法第28条の５第１項に規

定する短時間勤務の職を占めるもの(以

下「再任用短時間勤務職員」という。)

の勤務時間は、第１項の規定にかかわら

ず、休憩時間を除き、４週間を超えない

期間につき１週間当たり15時間30分から

31時間までの範囲内で、任命権者が定め

る。

４及び５ 略 ４及び５ 略

(週休日及び勤務時間の割振り) (週休日及び勤務時間の割振り)

第３条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務

時間を割り振らない日をいう。以下同

じ。)とする。ただし、任命権者は、育児

短時間勤務職員等については、必要に応

じ、当該育児短時間勤務等の内容に従い

これらの日に加えて月曜日から金曜日ま

での５日間において週休日を設けるもの

第３条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務

時間を割り振らない日をいう。以下同

じ。)とする。ただし、任命権者は、育児

短時間勤務職員等については、必要に応

じ、当該育児短時間勤務等の内容に従い

これらの日に加えて月曜日から金曜日ま

での５日間において週休日を設けるもの
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とし、定年前再任用短時間勤務職員及び

任期付短時間勤務職員については、日曜

日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜

日までの５日間において、週休日を設け

ることができる。

とし、再任用短時間勤務職員及び任期付

短時間勤務職員については、日曜日及び

土曜日に加えて、月曜日から金曜日まで

の５日間において、週休日を設けること

ができる。

２ 任命権者は、月曜日から金曜日までの

５日間において、１日につき７時間45分

の勤務時間を割り振るものとする。ただ

し、育児短時間勤務職員等については、

１週間ごとの期間について、当該育児短

時間勤務等の内容に従い１日につき７時

間45分を超えない範囲内で勤務時間を割

り振るものとし、定年前再任用短時間勤

務職員及び任期付短時間勤務職員につい

ては、１週間ごとの期間について、１日

につき７時間45分を超えない範囲内で勤

務時間を割り振るものとする。

２ 任命権者は、月曜日から金曜日までの

５日間において、１日につき７時間45分

の勤務時間を割り振るものとする。ただ

し、育児短時間勤務職員等については、

１週間ごとの期間について、当該育児短

時間勤務等の内容に従い１日につき７時

間45分を超えない範囲内で勤務時間を割

り振るものとし、再任用短時間勤務職員

及び任期付短時間勤務職員については、

１週間ごとの期間について、１日につき

７時間45分を超えない範囲内で勤務時間

を割り振るものとする。

第４条 略 第４条 略

２ 任命権者は、前項の規定により週休日

及び勤務時間の割振りを定める場合に

は、別に定めるところにより、４週間ご

との期間につき８日の週休日(育児短時

間勤務職員等にあっては８日以上で当該

育児短時間勤務等の内容に従った週休

日、定年前再任用短時間勤務職員及び任

期付短時間勤務職員にあっては、８日以

上の週休日)を設けなければならない。た

だし、職務の特殊性又は当該公署の特殊

の必要(育児短時間勤務職員等にあって

は、当該育児短時間勤務等の内容)によ

り、４週間ごとの期間につき８日(育児短

時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤

務職員及び任期付育児短時間勤務職員に

あっては８日以上)の週休日を設けるこ

とが困難である職員について、別に定め

るところにより、４週間を超えない期間

につき１週間当たり１日以上の割合で週

２ 任命権者は、前項の規定により週休日

及び勤務時間の割振りを定める場合に

は、別に定めるところにより、４週間ご

との期間につき８日の週休日(育児短時

間勤務職員等にあっては８日以上で当該

育児短時間勤務等の内容に従った週休

日、再任用短時間勤務職員及び任期付短

時間勤務職員にあっては、８日以上の週

休日)を設けなければならない。ただし、

職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要

(育児短時間勤務職員等にあっては、当該

育児短時間勤務等の内容)により、４週間

ごとの期間につき８日(育児短時間勤務

職員等、再任用短時間勤務職員及び任期

付育児短時間勤務職員にあっては８日以

上)の週休日を設けることが困難である

職員について、別に定めるところにより、

４週間を超えない期間につき１週間当た

り１日以上の割合で週休日(育児短時間
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(琴浦町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第５条 琴浦町職員の育児休業等に関する条例(平成16年琴浦町条例第38号)の

一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線

で示すように改正する。

休日(育児短時間勤務職員等にあっては、

４週間を超えない期間につき、１週間当

たり１日以上の割合で当該育児短時間勤

務等の内容に従った週休日)を設ける場

合には、この限りでない。

勤務職員等にあっては、４週間を超えな

い期間につき、１週間当たり１日以上の

割合で当該育児短時間勤務等の内容に従

った週休日)を設ける場合には、この限り

でない。

(年次有給休暇) (年次有給休暇)

第12条 年次有給休暇は、一の年ごとにお

ける休暇とし、その日数は、一の年にお

いて、次の各号に掲げる職員の区分に応

じて、当該各号に掲げる日数とする。

第12条 年次有給休暇は、一の年ごとにお

ける休暇とし、その日数は、一の年にお

いて、次の各号に掲げる職員の区分に応

じて、当該各号に掲げる日数とする。

(１) 次号及び第３号に掲げる職員以外

の職員 20日(育児短時間勤務職員等、

定年前再任用短時間勤務職員及び任期

付短時間勤務職員にあっては、その者

の勤務時間等を考慮し20日を超えない

範囲内で別に定める日数)

(１) 次号及び第３号に掲げる職員以外

の職員 20日(育児短時間勤務職員等、

再任用短時間勤務職員及び任期付短時

間勤務職員にあっては、その者の勤務

時間等を考慮し20日を超えない範囲内

で別に定める日数)

(２)及び(３) 略 (２)及び(３) 略

２及び３ 略 ２及び３ 略

改正後 改正前

(育児休業をすることができない職員) (育児休業をすることができない職員)

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で

定める職員は、次に掲げる職員とする。

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で

定める職員は、次に掲げる職員とする。

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略

(５) 定年条例第９条各項の規定により

異動期間(これらの規定により延長さ

れた期間を含む。)を延長された管理監

督職を占める職員
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(琴浦町職員の給与に関する条例の一部改正)

第６条 琴浦町職員の給与に関する条例(平成16年琴浦町条例第50号)の一部を

次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線

で示すように改正する。

(育児短時間勤務をすることができない

職員)

(育児短時間勤務をすることができない

職員)

第９条 育児休業法第10条第１項の条例で

定める職員は、次に掲げる職員とする。

第９条 育児休業法第10条第１項の条例で

定める職員は、次に掲げる職員とする。

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略

(５) 定年条例第９条各項の規定により

異動期間(これらの規定により延長さ

れた期間を含む。)を延長された管理監

督職を占める職員

(部分休業をすることができない職員) (部分休業をすることができない職員)

第17条 育児休業法第19条第１項の条例で

定める職員は、次に掲げる職員とする。

第17条 育児休業法第19条第１項の条例で

定める職員は、次に掲げる職員とする。

(１) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤

務時間を考慮して規則で定める非常勤

職員以外の非常勤職員(地方公務員法

第22条の４第１項に規定する短時間勤

務の職を占める職員(以下「定年前再任

用短時間勤務職員等」という。)を除

く。)

(１) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤

務時間を考慮して規則で定める非常勤

職員以外の非常勤職員(地方公務員法

第28条の５第１項に規定する短時間勤

務の職を占める職員(以下「再任用短時

間勤務職員等」という。)を除く。)

(２) 略 (２) 略

(部分休業の承認) (部分休業の承認)

第18条 部分休業の承認は、正規の勤務時

間(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務

職員等を除く。以下この条において同

じ。)にあっては、当該非常勤職員につい

て定められた勤務時間)の始め又は終わ

りにおいて、30分を単位として行うもの

とする。

第18条 部分休業の承認は、正規の勤務時

間(非常勤職員(再任用短時間勤務職員等

を除く。以下この条において同じ。)にあ

っては、当該非常勤職員について定めら

れた勤務時間)の始め又は終わりにおい

て、30分を単位として行うものとする。

２及び３ 略 ２及び３ 略
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改正後 改正前

（給料） （給料）

第２条 略 第２条 略

第３条 略 第３条 略

２ 職員の職務は、その複雑、困難及び責

任の度に基づき、級別標準職務表(別表第

２)に定める標準的な職務の内容を基準

として規則の定めるところにより、給料

表に定める職務の級に分類するものとす

る。

２ 職員の職務は、その複雑、困難及び責

任の度に基づき、これを給料表に定める

職務の級に分類するものとし、その分類

する職務の内容は別表２のとおりとす

る。

(昇給等の基準) (昇給等の基準)

第４条 略 第４条 略

２及び３ 略 ２及び３ 略

４ 職員が、一の職務の級から他の職務の

級に移った場合又は一の職務から同じ職

務の級の初任給の基準を異にする他の職

に移った場合における号給は、規則で定

めるところにより決定する。

４ 職員が、一の職務の級から他の職務の

級に移った場合又は一の職務から同じ職

務の級の初任給の基準を異にする他の職

に移った場合における号給は、規則の定

めるところにより決定する。

５ 職員(地方公務員の育児休業等に関す

る法律(平成３年法律第110号。以下「育

児休業法」という。)第６条第１項若しく

は第18条第１項の規定により任期を定め

て採用された職員を除く。次項から第10

項まで同じ。)の昇給は、規則で定める日

に、同日前１年間における当該職員の勤

務成績に応じて行うものとする。

５ 職員(地方公務員の育児休業等に関す

る法律(平成３年法律第110号。以下「育

児休業法」という。)第６条第１項若しく

は第18条第１項の規定により任期を定め

て採用された職員を除く。次項から第10

項まで同じ。)の昇給は、規則で定める日

に、同日前１年間におけるその者の勤務

成績に応じて行うものとする。

６～10 略 ６～10 略

11 法第28条の４第１項、第28条の５第１

項又は第28条の６第１項若しくは第２項

の規定により採用された職員(以下「再任

用職員」という。)の給料月額は、その者

に適用される給料表の再任用職員の欄に

掲げる給料月額のうち、その者の属する

職務の級に応じた額とする。
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(短時間勤務職員等の給料月額) (短時間勤務職員等の給料月額)

第４条の２ 育児休業法第10条第３項の規

定により同条第１項に規定する育児短時

間勤務の承認を受けた職員(同法第17条

の規定による短時間勤務をすることとな

った職員を含む。以下「育児短時間勤務

職員等」という。)の給料月額は、前条第

２項から第４項まで、第６項及び第７項

の規定にかかわらず、これらの規定によ

る給料月額に、勤務時間条例第２条第２

項の規定により定められた当該育児短時

間勤務職員等の勤務時間を同条第１項に

規定する勤務時間で除して得た数(以下

「算出率」という。)を乗じて得た額とす

る。

第４条の２ 育児休業法第10条第３項の規

定により同条第１項に規定する育児短時

間勤務の承認を受けた職員(同法第17条

の規定による短時間勤務をすることとな

った職員を含む。以下「育児短時間勤務

職員等」という。)の給料月額は、前条第

２項から第４項まで、第６項、第７項及

び第11項の規定にかかわらず、これらの

規定による給料月額に、勤務時間条例第

２条第２項の規定により定められたその

者の勤務時間を勤務時間条例第２条第１

項に規定する勤務時間で除して得た数

(以下「算出率」という。)を乗じて得た

額とする。

２ 法第22条の４第１項又は第22条の５第

１項の規定により採用された職員(以下

「定年前再任用短時間勤務職員」とい

う。)の給料月額は、当該定年前再任用短

時間勤務職員に適用される給料表の定年

前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基

準給料月額のうち、前条第２項の規定に

より当該定年前再任用短時間勤務職員の

属する職務の級に応じた額に、勤務時間

条例第２条第３項の規定により定められ

た当該定年前再任用短時間勤務職員の勤

務時間を同条第１項に規定する勤務時間

で除して得た数を乗じて得た額とする。

２ 法第28条の５第１項に規定する短時間

勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務

職員」という。)の給料月額は、前条第２

項から第４項まで、第６項、第７項及び

第11項の規定にかかわらず、これらの規

定による給料月額に算出率を乗じて得た

額とする。

３ 育児休業法第18条第１項の規定により

採用された職員(以下「任期付短時間勤務

職員」という。)の給料月額は、前条第２

項から第４項まで、第６項及び第７項の

規定にかかわらず、これらの規定による

給料月額に、勤務時間条例第２条第４項

の規定により定められた当該任期付短時

間勤務職員の勤務時間を同条第１項に規

定する勤務時間で除して得た数を乗じて
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得た額とする。

(通勤手当) (通勤手当)

第11条 通勤手当は、次に掲げる職員に支

給する。

第11条 通勤手当は、次に掲げる職員に支

給する。

(１) 通勤のため交通機関又は有料道路

(以下この項から第３項までにおいて

「交通機関等」という。)を利用してそ

の運賃又は料金(以下この項から第３

項までにおいて「運賃等」という。)

を負担することを常例とする職員(交

通機関等を利用しなければ通勤するこ

とが著しく困難である職員以外の職員

であって交通機関等を利用しないで徒

歩により通勤するものとした場合の通

勤距離が片道２キロメートル未満であ

るもの及び第３号に掲げる職員を除

く。)

(１) 通勤のため交通機関又は有料道路

(以下「交通機関等」という。)を利用

してその運賃又は料金(以下「運賃等」

という。)を負担することを常例とする

職員(交通機関等を利用しなければ通

勤することが著しく困難である職員以

外の職員であって交通機関等を利用し

ないで徒歩により通勤するものとした

場合の通勤距離が片道２キロメートル

未満であるもの及び第３号に掲げる職

員を除く。)

(２) 通勤のため自動車その他の交通の

用具で規則で定めるもの(以下この条

において「自動車等」という。)を使用

することを常例とする職員(自動車等

を使用しなければ通勤することが著し

く困難である職員以外の職員であって

自動車等を使用しないで徒歩により通

勤するものとした場合の通勤距離が片

道２キロメートル未満であるもの及び

次号に掲げる職員を除く。)

(２) 通勤のため自動車その他の交通の

用具で規則で定めるもの(以下「自動車

等」という。)を使用することを常例と

する職員(自動車等を使用しなければ

通勤することが著しく困難である職員

以外の職員であって自動車等を使用し

ないで徒歩により通勤するものとした

場合の通勤距離が片道２キロメートル

未満であるもの及び次号に掲げる職員

を除く。)

(３) 略 (３) 略

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職

員の区分に応じて、当該各号に掲げる額

とする。

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職

員の区分に応じて、当該各号に掲げる額

とする。

(１) 前項第１号に掲げる職員 支給単

位期間につき、規則で定めるところに

より算出した当該職員の支給単位期間

の通勤に要する運賃等の額に相当する

額(以下この項及び次項において「運賃

(１) 前項第１号に掲げる職員 支給単

位期間につき、規則で定めるところに

より算出したその者の支給単位期間の

通勤に要する運賃等の額に相当する額

(以下「運賃等相当額」という。)。た



121 - 11

等相当額」という。)。ただし、運賃等

相当額を支給単位期間の月数で除して

得た額(以下この項において「１箇月当

たりの運賃等相当額」という。)が５万

５,000円を超えるときは、支給単位期

間につき、５万５,000円に支給単位期

間の月数を乗じて得た額(当該職員が

２以上の交通機関等を利用するものと

して当該運賃等の額を算出する場合に

おいて、１箇月当たりの運賃等相当額

の合計額が５万５,000円を超えるとき

は、当該職員の通勤手当に係る支給単

位期間のうち最も長い支給単位期間に

つき、５万５,000円に当該支給単位期

間の月数を乗じて得た額)

だし、運賃等相当額を支給単位期間の

月数で除して得た額(以下「１箇月当た

りの運賃等相当額」という。)が５万５,

000円を超えるときは、支給単位期間に

つき、５万５,000円に支給単位期間の

月数を乗じて得た額(その者が２以上

の交通機関等を利用するものとして当

該運賃等の額を算出する場合におい

て、１箇月当たりの運賃等相当額の合

計額が５万５,000円を超えるときは、

その者の通勤手当に係る支給単位期間

のうち最も長い支給単位期間につき、

５万５,000円に当該支給単位期間の月

数を乗じて得た額)

(２) 前項第２号に掲げる職員 次に掲

げる職員の区分に応じ、支給単位期間

につき、それぞれ次に定める額(育児短

時間勤務職員等、定年前再任用短時間

勤務職員及び任期付短時間勤務職員の

うち、支給単位期間当たりの通勤回数

を考慮して規則で定める職員にあって

は、その額から、その額に規則で定め

る割合を乗じて得た額を減じた額)

(２) 前項第２号に掲げる職員 次に掲

げる職員の区分に応じ、支給単位期間

につき、それぞれ次に定める額(育児短

時間勤務職員等及び短時間勤務職員の

うち、支給単位期間当たりの通勤回数

を考慮して規則で定める職員にあって

は、その額から、その額に規則で定め

る割合を乗じて得た額を減じた額)

ア～ス 略 ア～ス 略

(３) 前項第３号に掲げる職員 交通機

関等を利用せず、かつ、自動車等を使

用しないで徒歩により通勤するものと

した場合の通勤距離、交通機関等の利

用距離、自動車等の使用距離等の事情

を考慮して規則で定める区分に応じ、

前２号に定める額(１箇月当たりの運

賃等相当額及び前号に定める額の合計

額が５万５,000円を超えるときは、当

該職員の通勤手当に係る支給単位期間

のうち最も長い支給単位期間につき、

５万５,000円に当該支給単位期間の月

(３) 前項第３号に掲げる職員 交通機

関等を利用せず、かつ、自動車等を使

用しないで徒歩により通勤するものと

した場合の通勤距離、交通機関等の利

用距離、自動車等の使用距離等の事情

を考慮して規則で定める区分に応じ、

前２号に定める額(１箇月当たりの運

賃等相当額及び前号に定める額の合計

額が５万５,000円を超えるときは、そ

の者の通勤手当に係る支給単位期間の

うち最も長い支給単位期間につき、５

万５,000円に当該支給単位期間の月数
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数を乗じて得た額)第１号に定める額

又は前号に定める額

を乗じて得た額)第１号に定める額又

は前号に定める額

３ 公署を異にする異動又は在勤する公署

の移転に伴い、所在する地域を異にする

公署に在勤することとなったことによ

り、通勤の実情に変更を生ずることとな

った職員で別に定めるもののうち、第１

項第１号又は第３号に掲げる職員で、当

該異動又は公署の移転の直前の住居(当

該住居に相当するものとして別に定める

住居を含む。)からの通勤のため、特別急

行列車、高速自動車国道その他の交通機

関等(以下この項及び次項において「特別

急行列車等」という。)でその利用が別に

定める基準に照らして通勤事情の改善に

相当程度資するものであると認められる

ものを利用し、その利用に係る特別料金

等(その利用に係る運賃等の額から運賃

等相当額の算出の基礎となる運賃等に相

当する額を減じた額をいう。以下第１号

及び次項において同じ。)を負担すること

を常例とするものの通勤手当の額は、前

項の規定にかかわらず、次の各号に掲げ

る通勤手当の区分に応じ、当該各号に定

める額とする。

３ 公署を異にする異動又は在勤する公署

の移転に伴い、所在する地域を異にする

公署に在勤することとなったことによ

り、通勤の実情に変更を生ずることとな

った職員で別に定めるもののうち、第１

項第１号又は第３号に掲げる職員で、当

該異動又は公署の移転の直前の住居(当

該住居に相当するものとして別に定める

住居を含む。)からの通勤のため、特別急

行列車、高速自動車国道その他の交通機

関等(以下「特別急行列車等」という。)

でその利用が別に定める基準に照らして

通勤事情の改善に相当程度資するもので

あると認められるものを利用し、その利

用に係る特別料金等(その利用に係る運

賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎

となる運賃等に相当する額を減じた額を

いう。以下同じ。)を負担することを常例

とするものの通勤手当の額は、前項の規

定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤

手当の区分に応じ、当該各号に定める額

とする。

(１) 特別急行列車等に係る通勤手当

支給単位期間につき、規則で定めると

ころにより算出した当該職員の支給単

位期間の通勤に要する特別料金等の額

の２分の１に相当する額。ただし、当

該額を支給単位期間の月数で除して得

た額(以下この号において「１箇月当た

りの特別料金等２分の１相当額」とい

う。)が２万円を超えるときは、支給単

位期間につき、２万円に支給単位期間

の月数を乗じて得た額(当該職員が２

以上の特別急行列車等を利用するもの

(１) 特別急行列車等に係る通勤手当

支給単位期間につき、規則で定めると

ころにより算出したその者の支給単位

期間の通勤に要する特別料金等の額の

２分の１に相当する額。ただし、当該

額を支給単位期間の月数で除して得た

額(以下「１箇月当たりの特別料金等２

分の１相当額」という。)が２万円を超

えるときは、支給単位期間につき、２

万円に支給単位期間の月数を乗じて得

た額(その者が２以上の特別急行列車

等を利用するものとして当該特別料金
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として当該特別料金等の額を算出する

場合において、１箇月当たりの特別料

金等２分の１相当額の合計額が２万円

を超えるときは、当該職員の特別急行

列車等に係る通勤手当に係る支給単位

期間のうち最も長い支給単位期間につ

き、２万円に当該支給単位期間の月数

を乗じて得た額)

等の額を算出する場合において、１箇

月当たりの特別料金等２分の１相当額

の合計額が２万円を超えるときは、そ

の者の特別急行列車等に係る通勤手当

に係る支給単位期間のうち最も長い支

給単位期間につき、２万円に当該支給

単位期間の月数を乗じて得た額)

(２) 略 (２) 略

４～８ 略 ４～８ 略

(時間外勤務手当) (時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間外に勤務すること

を命ぜられた職員には、正規の勤務時間

外に勤務した全時間に対して、勤務１時

間につき、第16条第２項に規定する勤務

１時間当たりの給与額に正規の勤務時間

外にした次に掲げる勤務の区分に応じて

それぞれ100分の125から100分の150まで

の範囲内で規則で定める割合(その勤務

が午後10時から翌日の午前５時までの間

である場合には、その割合に100分の25

を加算した割合)を乗じて得た額を時間

外勤務手当として支給する。

第13条 正規の勤務時間外に勤務すること

を命ぜられた職員には、正規の勤務時間

外に勤務した全時間に対して、勤務１時

間につき、第16条第２項に規定する勤務

１時間当たりの給与額に正規の勤務時間

外にした次に掲げる勤務の区分に応じて

それぞれ100分の125から100分の150まで

の範囲内で規則で定める割合(その勤務

が午後10時から翌日の午前５時までの間

である場合は、その割合に100分の25を加

算した割合)を乗じて得た額を時間外勤

務手当として支給する。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

２ 育児短時間勤務職員等、定年前再任用

短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職

員が、正規の勤務時間が割り振られた日

において、正規の勤務時間外にした勤務

のうち、その勤務の時間とその勤務した

日における正規の勤務時間との合計が７

時間45分に達するまでの間の勤務に対す

る前項の規定の適用については、同項中

「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤

務の区分に応じてそれぞれ100分の125か

ら100分の150までの範囲内で規則で定め

る割合」とあるのは、「100分の100」と

２ 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務

職員が、正規の勤務時間が割り振られた

日において、正規の勤務時間外にした勤

務のうち、その勤務の時間とその勤務し

た日における正規の勤務時間との合計が

７時間45分に達するまでの間の勤務に対

する前項の規定の適用については、同項

中「正規の勤務時間外にした次に掲げる

勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125

から100分の150までの範囲内で規則で定

める割合」とあるのは、「100分の100」

とする。
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する。

３ 略 ３ 略

４ 正規の勤務時間を超えて勤務すること

を命ぜられ、正規の勤務時間を超えてし

た勤務(勤務時間条例第３条、第４条及び

第５条の規定に基づく週休日における勤

務のうち規則で定めるものを除く。)の時

間が一箇月について60時間を超えた職員

には、その60時間を超えて勤務した全時

間に対して、第１項の規定にかかわらず、

勤務１時間につき、第16条に規定する勤

務１時間当たりの給与額に100分の150

(その勤務が午後10時から翌日の午前５

時までの間である場合には、100の175)

を乗じて得た額を時間外勤務手当として

支給する。

４ 正規の勤務時間を超えて勤務すること

を命ぜられ、正規の勤務時間を超えてし

た勤務(勤務時間条例第３条、第４条及び

第５条の規定に基づく週休日における勤

務のうち規則で定めるものを除く。)の時

間が一箇月について60時間を超えた職員

には、その60時間を超えて勤務した全時

間に対して、第１項の規定にかかわらず、

勤務１時間につき、第16条に規定する勤

務１時間当たりの給与額に100分の150

(その勤務が午後10時から翌日の午前５

時までの間である場合は、100の175)を乗

じて得た額を時間外勤務手当として支給

する。

５ 勤務時間条例第８条の３第１項に規定

する時間外勤務代休時間を指定された場

合において、当該時間外勤務代休時間に

職員が勤務しなかったときは、前項に規

定する60時間を超えて勤務した全時間の

うち当該時間外勤務代休時間の指定に代

えられた時間外勤務手当の支給に係る時

間に対しては、当該時間１時間につき、

第16条に規定する勤務１時間当たりの給

与額に100分の150(その時間が午後10時

から翌日の午前５時までの間である場合

には、100分の175)から第１項に規定する

規則で定める割合(その時間が午後10時

から翌日の午前５時までの間である場合

には、その割合に100分の25を加算した割

合)を減じた割合を乗じて得た額の時間

外勤務手当を支給することを要しない。

５ 勤務時間条例第８条の３第１項に規定

する時間外勤務代休時間を指定された場

合において、当該時間外勤務代休時間に

職員が勤務しなかったときは、前項に規

定する60時間を超えて勤務した全時間の

うち当該時間外勤務代休時間の指定に代

えられた時間外勤務手当の支給に係る時

間に対しては、当該時間１時間につき、

第16条に規定する勤務１時間当たりの給

与額に100分の150(その時間が午後10時

から翌日の午前５時までの間である場合

は、100分の175)から第１項に規定する規

則で定める割合(その時間が午後10時か

ら翌日の午前５時までの間である場合

は、その割合に100分の25を加算した割

合)を減じた割合を乗じて得た額の時間

外勤務手当を支給することを要しない。

６ 略 ６ 略

(勤務１時間当たりの給与額の算出) (勤務１時間当たりの給与額の算出)

第16条 第12条に規定する勤務１時間当た 第16条 第12条に規定する勤務１時間当た
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りの給与額は、給料の月額及びこれに対

する地域手当の合計額に12を乗じ、その

額を１週間当たりの勤務時間に52を乗じ

た時間数から465分に18を乗じて60で除

して得た時間数(育児短時間勤務職員等、

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付

短時間勤務職員にあっては、別に定める

時間数)を減じたもので除して得た額と

する。

りの給与額は、給料の月額及びこれに対

する地域手当の合計額に12を乗じ、その

額を１週間当たりの勤務時間に52を乗じ

た時間数から465分に18を乗じて60で除

して得た時間数(育児短時間勤務職員等

及び短時間勤務職員にあっては、別に定

める時間数)を減じたもので除して得た

額とする。

２ 第13条から第15条までに規定する勤務

１時間当たりの給与額は、職員の勤務が

特殊勤務手当のうち規則で定めるものの

支給の対象とならない勤務であるとき

は、給料の月額及びこれに対する地域手

当の月額の合計額に12を乗じ、その額を

１週間当たりの勤務時間に52を乗じた時

間数から465分に18を乗じて60で除して

得た時間数(育児短時間勤務職員等、定年

前再任用短時間勤務職員及び任期付短時

間勤務職員にあっては、別に定める時間

数)を減じたもので除して得た額(以下こ

の項において「月額給与の時間額」とい

う。)とし、職員の勤務が特殊勤務手当の

うち規則で定めるものの支給の対象とな

る勤務であるときは、月額給与の時間額

に規則で定める額を加算した額とする。

２ 第13条から第15条までに規定する勤務

１時間当たりの給与額は、職員の勤務が

特殊勤務手当のうち規則で定めるものの

支給の対象とならない勤務であるとき

は、給料の月額及びこれに対する地域手

当の月額の合計額に12を乗じ、その額を

１週間当たりの勤務時間に52を乗じた時

間数から465分に18を乗じて60で除して

得た時間数(育児短時間勤務職員等及び

短時間勤務職員にあっては、別に定める

時間数)を減じたもので除して得た額(以

下この項において「月額給与の時間額」

という。)とし、職員の勤務が特殊勤務手

当のうち規則で定めるものの支給の対象

となる勤務であるときは、月額給与の時

間額に規則で定める額を加算した額とす

る。

(期末手当) (期末手当)

第19条 略 第19条 略

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、1

00分の120を乗じて得た額に、基準日以前

６箇月以内の期間における当該職員の在

職期間の区分に応じて、次に定める割合

を乗じて得た額とする。

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、1

00分の120を乗じて得た額に、基準日以前

６箇月以内の期間におけるその者の在職

期間の区分に応じて、次に定める割合を

乗じて得た額とする。

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略

３ 前項の規定にかかわらず、定年前再任

用短時間勤務職員に対する期末手当の額

３ 前項の規定にかかわらず、再任用職員

に対する期末手当の額は、期末手当基礎
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は、期末手当基礎額に、100分の67.５を

乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内

の期間における当該職員の在職期間の前

項各号に掲げる区分に応じて、前当該各

号に定める割合を乗じて得た額とする。

額に、100分の67.５を乗じて得た額に、

基準日以前６箇月以内の期間におけるそ

の者の在職期間の前項各号に掲げる区分

に応じて、前当該各号に定める割合を乗

じて得た額とする。

４～６ 略 ４～６ 略

(勤勉手当) (勤勉手当)

第20条 勤勉手当は、６月１日及び12月１

日(以下この項から第３項までにおいて、

これらの日を「基準日」という。)にそれ

ぞれ在職する職員に対し、基準日以前６

箇月以内の期間における当該職員の勤務

成績に応じて、それぞれ基準日の属する

月の規則で定める日に支給する。これら

の基準日前１箇月以内に退職し、又は死

亡した職員(規則で定める職員を除く。)

についても、同様とする。

第20条 勤勉手当は、６月１日及び12月１

日(以下この条において、これらの日を

「基準日」という。)にそれぞれ在職する

職員に対し、基準日以前６箇月以内の期

間におけるその者の勤務成績に応じて、

それぞれ基準日の属する月の規則で定め

る日に支給する。これらの基準日前１箇

月以内に退職し、又は死亡した職員(規則

で定める職員を除く。)についても、同様

とする。

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、

任命権者が別に定める基準に従って定め

る割合を乗じて得た額とする。この場合

において、任命権者が支給する勤勉手当

の額の、その者に所属する次の各号に掲

げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ

当該各号に定める額を超えてはならな

い。

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、

任命権者が別に定める基準に従って定め

る割合を乗じて得た額とする。この場合

において、任命権者が支給する勤勉手当

の額の、その者に所属する次の各号に掲

げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ

当該各号に定める額を超えてはならな

い。

(１) 前項の職員のうち定年前再任用短

時間勤務職員以外の職員 当該職員の

勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ

の基準日現在(退職し、又は死亡した職

員にあっては、退職し、又は死亡した

日現在。次項において同じ。)において

受けるべき扶養手当の月額及びこれに

対する地域手当の月額の合計額を加算

した額に100分の100を乗じて得た額の

総額

(１) 前項の職員のうち再任用の職員以

外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額

に当該職員がそれぞれの基準日現在

(退職し、又は死亡した職員にあって

は、退職し、又は死亡した日現在。次

項において同じ。)において受けるべき

扶養手当の月額及びこれに対する地域

手当の月額の合計額を加算した額に10

0分の100を乗じて得た額の総額

(２) 前項の職員のうち定年前再任用短 (２) 前項の職員のうち再任用の職員
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時間勤務職員 当該定年前再任用短時

間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分

の47.5を乗じて得た額の総額

当該再任用職員の勤勉手当基礎額に10

0分の47.5を乗じて得た額の総額

３～５ 略 ３～５ 略

(短時間勤務職員等についての適用除外) (再任用職員についての適用除外)

第24条の３ 第４条第３項から第10項ま

で、第９条から第10条の３まで及び第11

条の２の規定は、定年前再任用短時間勤

務職員には適用しない。

第24条の３ 第９条、第10条、第10条の２、

第10条の３及び第11条の２の規定は再任

用職員及び育児休業法第18条第１項の規

定により任期を定めて採用された職員に

は適用しない。

２ 第９条から第10条の３まで及び第11条

の２の規定は、任期付短時間勤務職員に

は適用しない。

附 則 附 則

１～13 略

14 当分の間、職員の給料月額は、当該職

員が60歳に達した日後における最初の４

月１日(附則第16項において「特定日」と

いう。)以後、当該職員に適用される給料

表の給料月額のうち、第４条第２項の規

定により当該職員の属する職務の級並び

に同条第３項、第４項及び第６項の規定

により当該職員の受ける号給に応じた額

に100分の70を乗じて得た額(当該額に、5

0円未満の端数を生じたときはこれを切

り捨て、50円以上100円未満の端数を生じ

たときはこれを100円に切り上げるもの

とする。)とする。

１～13 略

15 前項の規定は、次に掲げる職員には適

用しない。

(１) 臨時的に任用される職員その他の

法律により任期を定めて任用される職

員及び非常勤職員

(２) 琴浦町職員の定年等に関する条例

(平成16年琴浦町条例第32号)第９条第

１項又は第２項の規定により法第28条
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の２第１項に規定する異動期間(同条

例第９条第１項又は第２項の規定によ

り延長された期間を含む。)を延長され

た同条例第６条に規定する職を占める

職員

(３) 琴浦町職員の定年等に関する条例

第４条第１項又は第２項の規定により

勤務している職員(同条例第２条に規

定する定年退職日において前項の規定

が適用されていた職員を除く。)

16 法第28条の２第４項に規定する他の職

への降任等をされた職員であって、当該

他の職への降任等をされた日(以下この

項及び附則第18項において「異動日」と

いう。)の前日から引き続き同一の給料表

の適用を受ける職員のうち、特定日に附

則第14項の規定により当該職員の受ける

給料月額(以下この項において「特定日給

料月額」という。)が異動日の前日に当該

職員が受けていた給料月額に100分の70

を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端

数を生じたときはこれを切り捨て、50円

以上100円未満の端数を生じたときはこ

れを100円に切り上げるものとする。以下

この項において「基礎給料月額」という。)

に達しないこととなる職員(規則で定め

る職員を除く。)には、当分の間、特定日

以後、附則第14項の規定により当該職員

の受ける給料月額のほか、基礎給料月額

と特定日給料月額との差額に相当する額

を給料として支給する。

17 前項の規定による給料の額と当該給料

を支給される職員の受ける給料月額との

合計額が第４条第２項の規定により当該

職員の属する職務の級における最高の号

給の給料月額を超える場合における前項

の規定の適用については、同項中「基礎
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給料月額と特定日給料月額」とあるのは、

「第４条第２項の規定により当該職員の

属する職務の級における最高の号給の給

料月額と当該職員の受ける給料月額」と

する。

18 異動日の前日から引き続き給料表の適

用を受ける職員(附則第14項の規定の適

用を受ける職員に限り、附則第16項に規

定する職員を除く。)であって、同項の規

定による給料を支給される職員との権衡

上必要があると認められる職員には、当

分の間、当該職員の受ける給料月額のほ

か、規則で定めるところにより、前２項

の規定に準じて算出した額を給料として

支給する。

19 附則第16項又は前項の規定による給料

を支給される職員以外の附則第11項の規

定の適用を受ける職員であって、任用の

事情を考慮して当該給料を支給される職

員との権衡上必要があると認められる職

員には、当分の間、当該職員の受ける給

料月額のほか、規則で定めるところによ

り、前３項の規定に準じて算出した額を

給料として支給する。

20 附則第14項から前項までに定めるもの

のほか、附則第14項の規定による給料月

額、附則第16項の規定による給料その他

附則第14項から前項までの規定の施行に

関し必要な事項は、規則で定める。

21 育児短時間勤務職員等に対する附則第

14項の規定の適用については、同項中「)

とする」とあるのは、「)に、算出率を乗

じて得た額とする」とする。

別表第１(第３条関係) 別表第１(第３条関係)

行政職給料表 行政職給料表
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２
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額
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準
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準
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準

給
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級

２

級
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級
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額

給
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額

給
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額
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額
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0
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5,

20

0
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0
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9,

70

0

31

5,1

00
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(琴浦町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第７条 琴浦町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年琴浦町

条例第52号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線

で示すように改正する。

(琴浦町職員等の旅費に関する条例の一部改正)

第８条 琴浦町職員等の旅費に関する条例(平成16年琴浦町条例第53号)の一部

を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線

で示すように改正する。

別表第２(第３条関係) 別表第２(第３条関係)

行政職の給料表級別標準職務表 行政職の給料表級別職務分類表

略 略

短

時

間

勤

務

職

員

円 円 円 円 円 円

18

7,

70

0

21

5,

20

0

25

5,

20

0

27

4,

60

0

28

9,

70

0

31

5,1

00

改正後 改正前

(定年前再任用短時間勤務職員等につい

ての適用除外)

(再任用職員等についての適用除外)

第17条 第４条、第４条の２、第４条の３、

第５条の２の規定は、地方公務員法第22

条の４第１項又は第22条の５第１項の規

定により採用された職員及び育児休業法

第18条第１項の規定により任期を定めて

採用された職員には適用しない。

第17条 第４条、第４条の２、第４条の３、

第５条の２の規定は、地方公務員法第28

条の４第１項、第28条の５第１項又は第2

8条の６第１項若しくは第２項の規定に

より採用された職員及び育児休業法第18

条第１項の規定により任期を定めて採用

された職員には適用しない。
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(琴浦町公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第９条 琴浦町公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年琴

浦町条例第186号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線

で示すように改正する。

改正後 改正前

(趣旨) (趣旨)

第１条 略 第１条 略

２ 町が職員(地方公務員法(昭和25年法律

第261号)第３条第２項に規定する職員

(非常勤職員(同法第22条の４第１項に規

定する短時間勤務の職を占める職員及び

同法第22条の２第１項第２号に掲げる職

員を除く。)を除く。)をいい、地方公営

企業等の労働関係に関する法律(昭和27

年法律第289号)第３条第４号に規定する

職員及び同法附則第５項に規定する単純

な労務に雇用される職員を除く。)及び職

員以外の者に対し支給する旅費に関して

は、他の条例に特別の定めがある場合を

除くほか、この条例の定めるところによ

る。

２ 町が職員(地方公務員法(昭和25年法律

第261号)第３条第２項に規定する職員

(非常勤職員(同法第28条の５第１項に規

定する短時間勤務の職を占める職員及び

同法第22条の２第１項第２号に掲げる職

員を除く。)を除く。)をいい、地方公営

企業等の労働関係に関する法律(昭和27

年法律第289号)第３条第４号に規定する

職員及び同法附則第５項に規定する単純

な労務に雇用される職員を除く。)及び職

員以外の者に対し支給する旅費に関して

は、他の条例に特別の定めがある場合を

除くほか、この条例の定めるところによ

る。

改正後 改正前

(給与の種類) (給与の種類)

第２条 企業職員で常時勤務を要するもの

及び地方公務員法(昭和25年法律第261

号)第22条の４第１項に規定する短時間

勤務の職を占める職員(以下「職員」とい

う。)の給与の職員は、給料及び手当とす

る。

第２条 企業職員で常時勤務を要するもの

及び地方公務員法(昭和25年法律第261

号)第28条の５第１項に規定する短時間

勤務の職を占める職員(以下「職員」とい

う。)の給与の職員は、給料及び手当とす

る。

２及び３ 略 ２及び３ 略
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(琴浦町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)

第10条 琴浦町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成16年琴浦

町条例第30号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線

で示すように改正する。

(定年前再任用短時間勤務職員等につい

ての適用除外)

(再任用職員等についての適用除外)

第20条 第５条、第５条の２、第５条の３、

第６条の２の規定は、地方公務員法第22

条の４第１項又は第22条の５第１項の規

定により採用された職員及び育児休業法

第18条第１項の規定により任期を定めて

採用された職員には適用しない。

第20条 第５条、第５条の２、第５条の３、

第６条の２の規定は、地方公務員法第28

条の４第１項、第28条の５第１項又は第2

8条の６第１項若しくは第２項の規定に

より採用された職員及び育児休業法第18

条第１項の規定により任期を定めて採用

された職員には適用しない。

改正後 改正前

(趣旨) (趣旨)

第１条 この条例は、地方公務員法(昭和2

5年法律第261号。以下「法」という。)

第28条第３項及び第４項の規定に基づ

き、職員の意に反する降任、免職、休職

及び降給の手続及び効果並びに失職の事

由の特例に関し定めるものとする。

第１条 この条例は、地方公務員法(昭和2

5年法律第261号。以下「法」という。)

第28条第３項及び第４項の規定に基づ

き、職員の意に反する降任、免職及び休

職の手続及び効果並びに失職の事由の特

例に関し定めるものとする。

附 則 附 則

１及び２ 略 １及び２ 略

(降給に関する経過措置)

３ 琴浦町職員の給与に関する条例(平成

16年琴浦町条例第50号)附則第14項の規

定に基づく措置及び規則その他の規程に

基づく法附則第26項に規定する給与に関

する特例措置による降給は、法第27条第

２項に規定する職員の意に反する降給と
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(琴浦町職員の再任用に関する条例の廃止)

第11条 琴浦町職員の再任用に関する条例(平成16年琴浦町条例第33号)は、廃

止する。

附 則

(施行期日)

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。

(定義)

第２条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。

(１) 令和３年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和３年法律第

63号)をいう。

(２) 暫定再任用職員 令和３年改正法附則第４条第１項若しくは第２項、第

５条第１項若しくは第３項、第６条第１項若しくは第２項又は第７条第１項

若しくは第３項の規定により採用された職員をいう。

(３) 暫定再任用短時間勤務職員 令和３年改正法附則第６条第１項若しく

は第２項又は第７条第１項若しくは第３項の規定により採用された職員を

いう。

(４) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第

22条の４第１項又は第22条の５第１項の規定により採用された職員をいう。

(琴浦町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第３条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなし

て、第４条の規定による改正後の琴浦町職員の勤務時間、休暇等に関する条

例の規定を適用する。

(琴浦町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

する。

４ 前項に規定する措置の適用を受ける職

員には、規則で定めるところにより、当

該措置の適用により給料月額が異動する

こととなった旨の通知を行うものとす

る。
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第４条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次

項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間

勤務職員であるものとした場合に適用される琴浦町職員の給与に関する条例

第３条第１項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる

基準給料月額のうち、同条例第４条第２項の規定により当該暫定再任用職員

の属する職務の級に応じた額とする。

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成３年法律第110号)第10条第１

項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定

の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、琴浦町職員の勤務

時間、休暇等に関する条例第２条第２項の規定により定められた当該暫定再

任用職員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じ

て得た額とする」とする。

３ 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員

が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される琴浦町職

員の給与に関する条例第３条第１項に規定する給料表の定年前再任用短時間

勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第４条第２項の規定によ

り当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、琴浦町職

員の勤務時間、休暇等に関する条例第２条第３項の規定により定められた当

該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で

除して得た数を乗じて得た額とする。

４ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、

第６条の規定による改正後の琴浦町職員の給与に関する条例(以下「新給与条

例」という。)第11条第２項、第13条第２項及び第16条の規定を適用する。

５ 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例

第19条第３項の規定を適用する。

６ 新給与条例第20条第１項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における

勤勉手当の額の同条第２項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る

同項の規定の適用については、同項第１号中「定年前再任用短時間勤務職員」

とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正す
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る法律(令和３年法律第63号)附則第４条第１項若しくは第２項(これらの規

定を同法附則第９条第３項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、

第５条第１項若しくは第３項、第６条第１項若しくは第２項(これらの規定を

同法附則第９条第３項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第

７条第１項若しくは第３項の規定により採用された職員(本項及び次項にお

いて「暫定再任用職員」という。)」と、同項第２号中「定年前再任用短時間

勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」

とする。

７ 琴浦町職員の給与に関する条例第４条第３項及び第６項から第10項まで、

第９条から第10条の３まで並びに第11条の２並びに新給与条例第４条第４項

及び第５項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

８ 新給与条例附則第14項から第21項までの規定は、令和３年改正法附則第３

条第５項又は第６項の規定により勤務している職員には適用しない。

(琴浦町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過

措置)

第５条 琴浦町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例第４条、第４条の

２、第４条の３及び第５条の２の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(琴浦町公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う

経過措置)

第６条 琴浦町公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第５条、第５

条の２、第５条の３及び第６条の２の規定は、暫定再任用職員には適用しな

い。
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議案第１２２号

琴浦町公共下水道条例の一部を改正する条例

別紙のとおり、琴浦町公共下水道条例の一部を改正することについて、地方自

治法(昭和２２年法律第６７号)第９６条第１項の規定により、本会議の議決を

求める。

令和 ４ 年１２月 ８ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ４ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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令和４年琴浦町条例第 号

琴浦町公共下水道条例の一部を改正する条例

琴浦町公共下水道条例(平成16年琴浦町条例第177号)の一部を次のように改

正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線

で示すように改正する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

改正後 改正前

(排水設備の設置) (排水設備の設置)

第３条 略 第３条 略

２ 略 ２ 略

３ 使用者が排水設備等を共同使用すると

きは当事者間で同意の上、共同利用する

旨を町長に届け出なければならない。

３ 使用者が排水設備等を共同使用すると

き、その他町長において必要があると認

めるときは、当該使用者は、遅滞なく総

代人を選定して町長に届け出なければな

らない。総代人を変更するときも、同様

とする。

４ 略 ４ 略

(使用料の徴収) (使用料の徴収)

第15条 略 第15条 略

２ 略 ２ 略

３ 使用者は、町長が指定する納期限まで

に使用料を納付しなければならない。

３ 使用料は、毎使用月の翌々月末日まで

に納入しなければならない。

４ 略 ４ 略
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議案第１２３号

琴浦町農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例

別紙のとおり、琴浦町農業集落排水処理施設条例の一部を改正することについて、

地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第９６条第１項の規定により、本会議の

議決を求める。

令和 ４ 年１２月 ８ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ４ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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令和４年琴浦町条例第 号

琴浦町農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例

琴浦町農業集落排水処理施設条例(平成16年琴浦町条例第153号)の一部を次

のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線

で示すように改正する。

改正後 改正前

(使用料の督促等)

第２条の２ 使用料の督促並びに督促手数

料及び延滞金の徴収については、琴浦町

税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収

条例(平成20年琴浦町条例第46号)の規定

による。

(排水設備の計画の確認) (排水設備の計画の確認)

第６条 排水設備の計画の確認について

は、琴浦町公共下水道条例(平成16年琴浦

町条例第177号。以下「公共下水道条例」

という。)第５条の規定を準用する。

第６条 排水設備を新設、改築、修理又は

撤去(以下「新設等」という。)をしよう

とする者は、あらかじめその計画がこの

条例の規定に適合するものであることに

ついて規則で定める申請書に書類を添付

して町長の確認を受けなければならな

い。

２ 前項の規定により確認を受けた事項を

変更しようとするときもまた同様とす

る。ただし、排水設備の構造に影響を及

ぼすおそれのない軽微な変更にあって

は、事前にその旨を町長に届け出ること

をもって足りる。

(排水設備等の工事の実施) (排水設備等の工事の実施)

第８条 排水設備の新設等の工事の施工に

ついては、町長が指定する排水設備工事

第８条 排水設備の新設等の工事の施行に

ついては、町長が指定する排水設備工事
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業者(以下「指定工事店」という。)でな

ければ行うことができない。

業者でなければ行うことができない。

２ 前項に規定する指定工事店に関する必

要事項は、公共下水道条例第６条第２項

の規定を準用する。

第９条 削除

(業者の指定等)

第９条 前条に規定する排水設備の工事を

行う業者(以下「指定工事店」という。)

の指定に関しては、規則で定める。

(排水設備等の工事の検査) (排水設備等の工事の検査)

第10条 排水設備の工事の検査について

は、公共下水道条例第７条の規定を準用

する。

第10条 排水設備の新設等を行った者は、

その工事を完了した日から10日以内に町

長に届け出て、検査を受けなければなら

ない。

(使用料等の徴収) (使用料等の徴収)

第13条 町長は、施設の使用料を使用者か

ら徴収する。

第13条 町長は、使用料を使用者から徴収

する。

２及び３ 略 ２及び３ 略

第15条 削除

(分担金の減免)

第15条 分担金の額及び賦課基準並びに徴

収方法は、琴浦町農業集落排水事業分担

金徴収に関する条例(平成16年琴浦町条

例第155号)の規定によるもののほか、町

長は、次の各号のいずれかに該当する受

益者の分担金を減額し、又は免除するこ

とができる。

(１) 国又は地方公共団体が公用に供

し、又は供することを予定している受

益者

(２) 公の生活扶助を受けている受益者

その他これに準ずる特別の事情がある

と認められる受益者

(３) 前２号に掲げる受益者のほか、そ

の状況により特に分担金を減額し、又

は免除する必要があると認められる受

益者
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附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第１２４号

琴浦町農業集落排水処理施設使用料条例の一部を改正する条例

別紙のとおり、琴浦町農業集落排水処理施設使用料条例の一部を改正することに

ついて、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第９６条第１項の規定により、

本会議の議決を求める。

令和 ４ 年１２月 ８ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ４ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志



124 - 2

令和４年琴浦町条例第 号

琴浦町農業集落排水処理施設使用料条例の一部を改正する条例

琴浦町農業集落排水処理施設使用料条例(平成16年琴浦町条例第154号)の一

部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線

及び太枠で示すように改正する。

改正後 改正前

(使用料の徴収) (使用料の徴収)

第２条 町長は、農業集落排水施設の使用

について、使用者から使用料を徴収する。

第２条 使用料は、納入通知書により毎月

徴収する。

２ 使用料の徴収については、琴浦町公共

下水道条例(平成16年琴浦町条例第177

号)第15条第２項、第３項及び第４項の規

定を準用する。

２ 前項の規定にかかわらず、土木又は建

築に関する工事の施行その他の事由によ

り、臨時に施設を使用しようとする者か

ら概算により前納させることができる。

３ 前項の前納金は、使用者から施設の使

用を廃止した旨の届出があったときその

他町長が必要と認めたときに精算し、過

不足のあるときはこれを還付し、又は追

徴する。

(使用料の督促等)

第２条の２ 使用料の督促並びに督促手数

料及び延滞金の徴収については、琴浦町

税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収

条例(平成20年琴浦町条例第46号)の規定

による。

(使用料の算定) (使用料の算定)

第３条 使用料の算定については、公共下

水道条例第16条の規定を準用する。

第３条 一般家庭の使用料の額は、町長が

認定する世帯及び世帯員につき、基本料

金と世帯員割との合計額とし、別表第１
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のとおりとする。

２ 世帯員の確認は使用月末日現在の住民

基本台帳等により確認する。ただし、長

期不在等の場合は、その旨を町長に届け

出て承認したときはこの限りでない。

３ 一般家庭以外の使用料の額は、基本料

金と従量割との合計額とし、別表第２の

とおりとし、次の各号の定めるところに

よる。

(１) 水道水を排除した場合は、水道の

使用水量とする。ただし、２以上の使

用者が給水装置を共同で使用している

場合においてそれぞれの使用者の使用

水量を確知することができないとき

は、それぞれの使用者の使用の態様を

勘案して町長が認定する。

(２) 水道水以外の水を排除した場合

は、その使用水量とし、当該使用水量

は使用者の使用の態様を勘案して町長

が認定する。

４ 使用者が使用月の中途において施設の

使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、

又は現に休止しているその使用を再開し

たときは、当該使用月の使用料は、次の

とおりとする。

(１) 一般家庭において、月の16日以後

に使用を開始したとき、又は15日以前

に使用を中止したときは、使用期のう

ちその月の使用料は所定額の２分の１

とする。

(２) 一般家庭以外

ア 使用水量が基本水量の２分の１以

下のときは、基本料金の２分の１

イ 使用水量が基本水量の２分の１を

超え基本水量以下のときは、基本料

金

ウ 使用水量が基本水量を超えるとき
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は、基本料金と超過料金

(加入金) (加入金)

第４条 新たに農業集落排水施設を使用し

ようとする者(以下「加入者」という。)

は、加入金を納入しなければならない。

第４条 新たに施設を使用しようとする者

は、加入金として次表の金額を納入しな

ければならない。ただし、公共桝から本

管までの接続工事費は、別途加入者の負

担とする。

２ 加入金の額及び賦課基準並びに徴収方

法は、琴浦町農業集落排水事業分担金徴

収に関する条例(平成16年条例第155号)

の規定を準用する。

３ 加入者は、公共桝と本管の接続工事が

必要な場合、その工事費を別途負担する

ものとする。

(使用料の減免) (使用料の減免)

第５条 町長は、特別の事情があると認め

たときは、使用料を減免することができ

る。

第５条 町長は、特別の事情があると認め

たときは、使用料及び加入金を減免する

ことができる。

別表第１(第３条関係)

別表第２(第３条関係)

施設 加入金額(１戸使

用当たり)

農業集落排水施設 290,000円

使用料(１箇月当たり)〔一般家庭〕

基本料金(１世帯

につき)

世帯員割(１人に

つき)

2,200円 550円

使用料(１箇月当たり)〔一般家庭以外〕

基本料金(10m３ま

で)

従量割〔超過分〕

(１m３につき)
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附 則

この条例は、公布の日から施行する。

2,200円 165円
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4
1
8

1
0
,
1
8
1

9
5
2
,
5
9
9

２
．

道
路
橋
梁
費

4
0
6
,
1
4
9

7
8
1

4
0
6
,
9
3
0

３
．

河
川
費

1
4
,
4
0
0

2
,
8
0
0

1
7
,
2
0
0

４
．

都
市
計
画
費

4
0
1
,
2
9
1

6
,
6
0
0

4
0
7
,
8
9
1

８
．

消
防

費
2
9
0
,
1
1
5

3
,
5
4
5

2
9
3
,
6
6
0

１
．

消
防
費

2
9
0
,
1
1
5

3
,
5
4
5

2
9
3
,
6
6
0

９
．

教
育

費
9
0
4
,
8
0
9

2
4
,
6
4
5

9
2
9
,
4
5
4

－
　
２
　
－



（
単
位
：
千
円
）

款
項

補
正
前
の
額

補
正
額

計

２
．

小
学
校
費

1
1
4
,
9
3
2

9
,
0
9
2

1
2
4
,
0
2
4

３
．

中
学
校
費

8
4
,
2
4
7

4
,
7
0
3

8
8
,
9
5
0

４
．

社
会
教
育
費

2
9
7
,
9
2
5

5
,
1
0
0

3
0
3
,
0
2
5

５
．

保
健
体
育
費

2
3
2
,
0
4
0

5
,
7
5
0

2
3
7
,
7
9
0

１
０
．

災
害

復
旧

費
5
5
,
5
7
1

5
,
2
3
5

6
0
,
8
0
6

１
．

農
林
水
産
業
災
害
復
旧
費

5
5
,
5
6
0

5
,
2
3
5

6
0
,
7
9
5

１
２
．

諸
支

出
金

3
5
,
5
3
8

1
2
,
5
1
0

4
8
,
0
4
8

１
．

諸
費

3
5
,
5
3
8

1
2
,
5
1
0

4
8
,
0
4
8

１
３
．

予
備

費
1
6
,
4
9
7

6
1
1

1
7
,
1
0
8

１
．

予
備
費

1
6
,
4
9
7

6
1
1

1
7
,
1
0
8

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

1
2
,
0
5
9
,
7
1
2

1
0
1
,
8
0
6

1
2
,
1
6
1
,
5
1
8

－
　
３
　
－



１
.
追
加

（
単

位
：

千
円

）

　
事
業
債
）

・
現
年
発
生
農
業

用
施
設
災
害
復
旧
事
業

２
.
変
更

（
単

位
：

千
円

）

　

１
.
追
加

（
単

位
：

千
円

）

－
　

４
　

－

第
　

２
　

表
　

　
地

　
方

　
債

　
補

　
正

起
債
の
目
的

限
度

額
起

債
の

方
　

法
利

　
　

率
償

 
還

 
の

 
方

 
法

・
田
越
笠
見
地
区

浸
水
対
策
事
業
　

5
0
0

・
ポ
ー
ト
赤
碕
内

通
路
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
事
業
（
過
疎
対
策

1
1
,
0
0
0

1
,
6
0
0

 
補

 
 
 
 
 
 
正

 
 
 
 
 
 
前

補
 
 
 
 
 
 
正

 
 
 
 
 
 
後

・
笠
見
水
路
整
備

事
業
 

8
,
0
0
0
 
証

書
借

入
1
0
,
0
0
0

補
正

前
補

正
前

補
正

前

・
河
内
川
河
床
掘

削
事
業
 

2
,
5
0
0
 
又

は
証

券
2
,
8
0
0

に
同

じ
に

同
じ

に
同

じ

 
発

行

 

第
 
 
３

 
 
表

 
 
 
 
 
 
繰

　
越

　
明

　
許

　
費

　
補

　
正

款
項

事
　
業

　
名

金
　

額

２
．
総
務
費

１
．
総
務
管

理
費

　
ふ

な
の

え
こ

ど
も

園
・

成
美

地
区

公
民

館
建

設
事

業
1
4
0
,
0
0
0

６
．
商
工
費

１
．
商
工
費

　
赤

碕
ふ

れ
あ

い
広

場
リ

ニ
ュ

ー
ア

ル
事

業
1
5
0
,
7
0
0

６
．
商
工
費

１
．
商
工
費

　
ポ

ー
ト

赤
碕

内
通

路
リ

ニ
ュ

ー
ア

ル
事

業
1
1
,
0
0
0

証
書

借
入

又
は

証
券

発
行

　
年

3
.
5
%
以

内
（

但
し

、
利

率
見

直
し

方
式

で
借

り
入

れ
る

資
金

に
つ

い
て

利
率

の
見

直
し

を
行

っ
た

後
に

お
い

て
は

、
当

該
見

直
し

後
の

利
率

）

　
政

府
資

金
に

つ
い

て
は

、
そ

の
融

資
条

件
に

よ
り

、
銀

行
そ

の
他

の
場

合
に

は
、

そ
の

債
権

者
と

協
定

す
る

も
の

に
よ

る
。

　
た

だ
し

、
財

政
の

都
合

に
よ

り
据

置
期

間
及

び
償

還
期

限
を

短
縮

し
、

又
は

繰
上

償
還

も
し

く
は

低
利

に
借

換
え

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

起
債
の
目
的

限
度

額
起

債
の

方
　

法
利

 
 
 
 
 
 
率

償
 
還

 
の

 
方

 
法

限
度

額
起

債
の

方
　

法
利

 
率

償
還

の
方

 
法

　
年

3
.
5
%
以

内
（

但
し

、
利

率
見

直
し

方
式

で
借

り
入

れ
る

資
金

に
つ

い
て

利
率

の
見

直
し

を
行

っ
た

後
に

お
い

て
は

、
当

該
見

直
し

後
の

利
率

）
 

　
政

府
資

金
に

つ
い

て
は

、
そ

の
融

資
条

件
に

よ
り

、
銀

行
そ

の
他

の
場

合
に

は
、

そ
の

債
権

者
と

協
定

す
る

。
　

但
し

、
財

政
の

都
合

に
よ

り
据

置
期

間
及

び
償

還
期

限
を

短
縮

、
延

長
も

し
く

は
繰

上
償

還
又

は
、

低
利

債
に

借
換

え
す

る
こ

と
が

で
き

る
。



歳
　

入
　

歳
　

出
　

補
　

正
　

予
　

算
　

事
　

項
　

別
　

明
　

細
　

書

１
．

総
　

括
（

歳
　
入
）

一
　
　
　
般
　
（
単
位
：
千
円
）

款
補
正
前
の
額

補
正
額

計

１
３
．

分
担

金
及

び
負

担
金

6
1
,
8
6
9

3
3
5

6
2
,
2
0
4

１
５
．

国
庫

支
出

金
1
,
5
5
7
,
4
3
9

△
2
,
7
8
5

1
,
5
5
4
,
6
5
4

１
６
．

県
支

出
金

1
,
1
5
3
,
6
6
7

1
0
,
8
1
6

1
,
1
6
4
,
4
8
3

１
８
．

寄
附

金
3
5
8
,
9
1
9

1
,
6
8
5

3
6
0
,
6
0
4

１
９
．

繰
入

金
5
7
0
,
6
1
2

7
6
,
3
0
0

6
4
6
,
9
1
2

２
１
．

諸
収

入
2
0
5
,
7
4
6

5
5

2
0
5
,
8
0
1

２
２
．

町
債

8
2
7
,
0
4
8

1
5
,
4
0
0

8
4
2
,
4
4
8

　
　

　
　

 
歳

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

1
2
,
0
5
9
,
7
1
2

1
0
1
,
8
0
6

1
2
,
1
6
1
,
5
1
8

－
　
５
　
－



（
歳
　
出
）

一
　
　
　
般
　
（
単
位
：
千
円
）

補
　
正
　
額
　
の
　
財
　
源
　
内
　
訳

款
補
正
前
の
額

補
正
額

計
特
　
　

　
　
定
　
　
　
　
財
　
　
　
　
源

国
 
県
 
支
 
出
 
金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

2
.
総
務
費

2
,
8
3
9
,
2
4
5

△
4
,
5
4
2

2
,
8
3
4
,
7
0
3

△
7
,
8
7
6

△
2
,
4
6
6

5
,
8
0
0

3
.
民
生
費

3
,
4
1
2
,
6
5
5

1
2
,
8
9
4

3
,
4
2
5
,
5
4
9

3
,
7
9
5

9
,
0
9
9

4
.
衛
生
費

5
0
2
,
3
9
2

6
,
4
7
2

5
0
8
,
8
6
4

1
6
2

6
,
3
1
0

5
.
農
林
水

産
業

費
1
,
0
9
4
,
9
7
7

1
8
,
6
8
5

1
,
1
1
3
,
6
6
2

8
,
6
5
0

5
0
0

9
,
5
3
5

6
.
商
工
費

2
9
1
,
2
1
3

1
1
,
5
7
0

3
0
2
,
7
8
3

1
1
,
0
0
0

5
7
0

7
.
土
木
費

9
4
2
,
4
1
8

1
0
,
1
8
1

9
5
2
,
5
9
9

2
,
3
0
0

△
2
0
0

8
,
0
8
1

8
.
消
防
費

2
9
0
,
1
1
5

3
,
5
4
5

2
9
3
,
6
6
0

3
,
5
4
5

9
.
教
育
費

9
0
4
,
8
0
9

2
4
,
6
4
5

9
2
9
,
4
5
4

1
,
6
8
5

2
2
,
9
6
0

1
0
.
災
害
復

旧
費

5
5
,
5
7
1

5
,
2
3
5

6
0
,
8
0
6

3
,
3
0
0

1
,
6
0
0

3
3
5

1
2
.
諸
支
出

金
3
5
,
5
3
8

1
2
,
5
1
0

4
8
,
0
4
8

2
1

1
2
,
4
8
9

1
3
.
予
備
費

1
6
,
4
9
7

6
1
1

1
7
,
1
0
8

6
1
1

 
歳
 
 
 
 
 
出

 
 
 
 
 
合

 
 
 
 
 
計

1
2
,
0
5
9
,
7
1
2

1
0
1
,
8
0
6

1
2
,
1
6
1
,
5
1
8

8
,
0
3
1

1
5
,
4
0
0

△
6
2
5

7
9
,
0
0
0

－
　
６
　
－

一
 
般
 
財
 
源



２
．

歳
　

入

（
款
）
 
1
3
.
 
分

担
金

及
び

負
担
金
 
 
 
 
（
項
）
 
2
.
 
分
担
金

一
　
　
　
般
　
（
単
位
：
千
円
）

節

区
　
　
　
　
　
分

金
　
　
額

2
.
農
林
水

産
業

費
分

担
金

2
7
5

3
3
5

6
1
0

1
.
農
業
費
分
担
金

3
3
5
現
年
発
生
農
地
災
害
復
旧
費
分
担
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
0

現
年
発
生
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
費
分
担
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
8
5

　
 
　

　
計

5
,
6
7
5

3
3
5

6
,
0
1
0

（
款
）
 
1
5
.
 
国

庫
支

出
金

 
 
 
 
（
項
）
 
1
.
 
国
庫
負
担
金

1
.
民
生
費

負
担

金
7
5
6
,
0
4
7

1
2
,
8
0
6

7
6
8
,
8
5
3

1
.
社
会
福
祉
費
負
担
金

△
3
,
2
7
7
国
民
健
康
保
険
基
盤
安
定
制
度
負
担
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
3

障
が
い
者
医
療
費
負
担
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
3
,
5
0
0

4
.
生
活
保
護
費
負
担
金

1
6
,
0
8
3
生
活
保
護
費
負
担
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
6
,
0
8
3

　
 
　

　
計

7
9
1
,
7
9
1

1
2
,
8
0
6

8
0
4
,
5
9
7

（
款
）
 
1
5
.
 
国

庫
支

出
金

 
 
 
 
（
項
）
 
2
.
 
国
庫
補
助
金

1
.
総
務
費

補
助

金
3
9
8
,
9
3
9

△
8
,
3
6
6

3
9
0
,
5
7
3

1
.
総
務
費
補
助
金

△
8
,
3
6
6
デ
ジ
タ
ル
基
盤
改
革
支
援
補
助
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
8
,
3
6
6

2
.
民
生
費

補
助

金
1
7
1
,
3
1
7

△
7
,
8
2
3

1
6
3
,
4
9
4

1
.
社
会
福
祉
費
補
助
金

△
7
,
7
3
0
地
域
介
護
・
福
祉
空
間
整
備
等
施
設
整
備
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
7
,
7
3
0

交
付
金

2
.
児
童
福
祉
費
補
助
金

△
9
3
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
9
3

3
.
衛
生
費

補
助

金
2
,
6
6
8

1
0
8

2
,
7
7
6

1
.
保
健
衛
生
費
補
助
金

1
0
8
母
子
保
健
衛
生
費
補
助
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
0
8

6
.
教
育
費

補
助

金
3
,
8
0
2

4
9
0

4
,
2
9
2

5
.
学
校
保
健
特
別
対
策
事
業

4
9
0
学
校
保
健
特
別
対
策
事
業
費
補
助
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
9
0

費
補
助
金

　
 
　

　
計

7
6
2
,
2
2
7

△
1
5
,
5
9
1

7
4
6
,
6
3
6

－
　
７
　
－

目
補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明



（
款
）
 
1
6
.
 
県

支
出

金
 
 
 
 
（
項
）
 
1
.
 
県
負
担
金

一
　
　
　
般
　
（
単
位
：
千
円
）

節

区
　
　
　
　
　
分

金
　
　
額

1
.
民
生
費

負
担

金
3
5
6
,
5
7
8

△
1
,
5
2
5

3
5
5
,
0
5
3

1
.
社
会
福
祉
費
負
担
金

△
1
,
5
2
5
国
民
健
康
保
険
基
盤
安
定
制
度
負
担
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
,
3
6
9

後
期
高
齢
保
険
基
盤
安
定
負
担
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
1
,
1
4
4

自
立
支
援
医
療
費
負
担
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
1
,
7
5
0

　
 
　

　
計

3
6
0
,
5
0
2

△
1
,
5
2
5

3
5
8
,
9
7
7

（
款
）
 
1
6
.
 
県

支
出

金
 
 
 
 
（
項
）
 
2
.
 
県
補
助
金

2
.
民
生
費

補
助

金
1
5
3
,
7
6
7

3
3
7

1
5
4
,
1
0
4

1
.
社
会
福
祉
費
補
助
金

4
3
0
隣
保
館
運
営
費
補
助
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
3
0

2
.
児
童
福
祉
費
補
助
金

△
9
3
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
9
3

3
.
衛
生
費

補
助

金
3
,
2
1
6

5
4

3
,
2
7
0

1
.
保
健
衛
生
費
補
助
金

5
4
産
後
ケ
ア
利
用
料
無
償
化
事
業
費
補
助
金 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
4

4
.
農
林
水

産
業

費
補

助
金

4
4
4
,
5
9
5

8
,
6
5
0

4
5
3
,
2
4
5

1
.
農
業
費
補
助
金

5
4
6
農
業
委
員
会
に
よ
る
情
報
収
集
等
業
務
効
率

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
4
6

化
支
援
事
業
補
助
金

3
.
地
籍
調
査
事
業
費
補
助
金

△
1
,
8
9
6
国
土
地
籍
調
査
事
業
費
補
助
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
1
,
8
9
6

4
.
水
産
業
費
補
助
金

1
0
,
0
0
0
も
う
か
る
６
次
化
・
農
商
工
連
携
支
援
事
業

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
0
,
0
0
0

費
補
助
金

9
.
災
害
復

旧
費

補
助

金
5
3
,
8
2
5

3
,
3
0
0

5
7
,
1
2
5

1
.
農
業
災
害
復
旧
費
補
助
金

3
,
3
0
0
現
年
発
生
農
地
災
害
復
旧
費
補
助
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
0

現
年
発
生
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
費
補
助
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
,
2
5
0

　
 
　

　
計

7
3
6
,
0
7
2

1
2
,
3
4
1

7
4
8
,
4
1
3

（
款
）
 
1
8
.
 
寄

附
金

 
 
 
 
（
項
）
 
1
.
 
寄
附
金

2
.
教
育
費

寄
附

金
1

1
,
6
8
5

1
,
6
8
6

1
.
教
育
振
興
費
寄
附
金

1
,
6
8
5
教
育
振
興
費
寄
附
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
,
6
8
5

　
 
　

　
計

3
5
8
,
9
1
9

1
,
6
8
5

3
6
0
,
6
0
4

－
　
８
　
－

目
補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明



（
款
）
 
1
9
.
 
繰

入
金

 
 
 
 
（
項
）
 
1
.
 
特
別
会
計
繰
入
金

一
　
　
　
般
　
（
単
位
：
千
円
）

4
.
下
水
道

事
業

会
計

繰
入

金
1
8
,
2
8
8

△
2
0
0

1
8
,
0
8
8

1
.
下
水
道
事
業
会
計
繰
入
金

△
2
0
0
下
水
道
事
業
会
計
繰
入
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
2
0
0

　
 
　

　
計

3
0
,
0
2
3

△
2
0
0

2
9
,
8
2
3

（
款
）
 
1
9
.
 
繰

入
金

 
 
 
 
（
項
）
 
2
.
 
基
金
繰
入
金

1
.
財
政
調

整
基

金
繰

入
金

1
7
9
,
0
0
0

7
9
,
0
0
0

2
5
8
,
0
0
0

1
.
財
政
調
整
基
金
繰
入
金

7
9
,
0
0
0
財
政
調
整
基
金
繰
入
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
9
,
0
0
0

2
.
ふ
る
さ

と
未

来
夢

基
金

繰
3
4
4
,
0
0
0

△
2
,
5
0
0

3
4
1
,
5
0
0

1
.
ふ
る
さ
と
未
来
夢
基
金
繰

△
2
,
5
0
0
ふ
る
さ
と
未
来
夢
基
金
繰
入
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
2
,
5
0
0

入
金

入
金

　
 
　

　
計

5
4
0
,
5
8
9

7
6
,
5
0
0

6
1
7
,
0
8
9

（
款
）
 
2
1
.
 
諸

収
入

 
 
 
 
（
項
）
 
5
.
 
雑
入

2
.
雑
入

1
7
5
,
8
5
5

5
5

1
7
5
,
9
1
0

1
.
現
年
度
分

5
5
そ
の
他
雑
入
（
そ
の
他
特
定
財
源
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
5

　
 
　

　
計

1
7
6
,
3
9
8

5
5

1
7
6
,
4
5
3

（
款
）
 
2
2
.
 
町

債
 
 
 
 
（

項
）
 
1
.
 
町
債

3
.
農
林
水

産
業

債
7
0
,
8
0
0

5
0
0

7
1
,
3
0
0

5
.
緊
急
自
然
災
害
防
止
対
策

5
0
0
田
越
笠
見
地
区
浸
水
対
策
事
業

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
0
0

事
業
債

4
.
土
木
債

1
6
2
,
2
0
0

2
,
3
0
0

1
6
4
,
5
0
0

3
.
緊
急
自
然
災
害
防
止
対
策

2
,
3
0
0
笠
見
水
路
整
備
事
業

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
,
0
0
0

事
業
債

河
内
川
河
床
掘
削
事
業

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
0
0

6
.
商
工
債

1
5
7
,
2
0
0

1
1
,
0
0
0

1
6
8
,
2
0
0

1
.
過
疎
対
策
事
業
債

1
1
,
0
0
0
ポ
ー
ト
赤
碕
内
通
路
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
事
業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
,
0
0
0

9
.
災
害
復

旧
事

業
債

9
0
0

1
,
6
0
0

2
,
5
0
0

1
.
農
業
災
害
復
旧
事
業
債

1
,
6
0
0
現
年
発
生
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
,
6
0
0

　
 
　

　
計

8
2
7
,
0
4
8

1
5
,
4
0
0

8
4
2
,
4
4
8

－
　
９
　
－



３
．

歳
　

出

（
款
）
 
2
.
 
総

務
費

 
 
（

項
）
 
1
.
 
総
務
管
理
費

一
　
　
　
般
　
（
単
位
：
千
円
）

補
 
正
 
額
 
の
 
財
 
源
 
内
 
訳

目
補

正
前

の
額

補
　
正
　
額

計
特
　
　
定
　
　
財
　
　
源

説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明

国
県
支
出
金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

区
　
　
分

金
　
額

1
.
一
般
管

理
費

5
9
1
,
4
3
3

△
3
2
3

5
9
1
,
1
1
0

3
4

△
3
5
7

3
.
職
員
手
当
等

8
8
通
勤
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
8

1
0
.
需
用
費

3
,
4
4
8
消
耗
品
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
3
8

光
熱
水
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
,
4
0
9

修
繕
料

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
0
1

1
1
.
役
務
費

2
5
7
手
数
料

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
5
7

1
8
.
負
担
金
、
補

△
4
,
1
1
6
ふ
る
さ
と
広
域
連
合
負
担
金
（
管
理
）

 
 
 
 
 
 
 
△
4
,
1
1
6

助
及
び
交
付

金

3
.
財
政
管

理
費

8
4
1
,
5
3
0

△
3
,
1
7
6

8
3
8
,
3
5
4

△
2
,
5
0
0

△
6
7
6

7
.
報
償
費

△
1
3
6
報
償
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
1
3
6

8
.
旅
費

△
8
8
費
用
弁
償

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
8
8

1
0
.
需
用
費

△
6
0
消
耗
品
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
2
0

食
糧
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
4
0

1
1
.
役
務
費

△
1
7
8
通
信
運
搬
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
1
7
8

1
2
.
委
託
料

△
2
,
7
1
4
事
業
レ
ビ
ュ
ー
実
施
支
援
業
務
委
託
料

 
 
 
 
 
 
 
△
2
,
7
1
4

5
.
財
産
管

理
費

2
1
0
,
2
8
4

2
,
7
1
2

2
1
2
,
9
9
6

2
,
7
1
2

1
0
.
需
用
費

5
2
5
光
熱
水
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
2
5

1
1
.
役
務
費

2
,
1
8
7
鑑
定
料

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
,
1
8
7

7
.
企
画
費

2
3
4
,
9
9
6

3
,
1
5
0

2
3
8
,
1
4
6

3
,
1
5
0

3
.
職
員
手
当
等

1
5
0
時
間
外
勤
務
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
5
0

1
2
.
委
託
料

3
,
0
0
0
技
術
顧
問
業
務
委
託
料

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
,
0
0
0

9
.
電
算
機

管
理

1
4
5
,
0
0
6

△
8
,
3
6
5

1
3
6
,
6
4
1

△
8
,
3
6
6

1
1
2
.
委
託
料

△
8
,
3
6
5
行
政
シ
ス
テ
ム
標
準
化
・
手
続
き
デ
ジ
タ
ル

 
 
 
 
 
 
 
△
8
,
3
6
5

費
化
対
応
シ
ス
テ
ム
改
修
委
託
料

1
0
.
分
庁
管

理
費

4
7
,
5
2
8

△
2
,
3
0
4

4
5
,
2
2
4

△
2
,
3
0
4

1
0
.
需
用
費

1
,
6
0
9
光
熱
水
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
,
6
0
9

－
　
１
０
　
－

節

一
般
財
源



一
　
　
　
般
　
（
単
位
：
千
円
）

1
2
.
委
託
料

3
,
3
1
1
非
常
用
発
電
機
更
新
工
事
設
計
委
託
料

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
,
3
1
1

1
4
.
工
事
請
負
費

△
7
,
2
2
4
非
常
用
発
電
機
更
新
工
事

 
 
 
 
 
 
 
△
7
,
2
2
4

1
1
.
新
型
コ

ロ
ナ

3
6
3
,
2
0
6

1
,
7
4
3

3
6
4
,
9
4
9

4
9
0

1
,
2
5
3

1
0
.
需
用
費

9
8
0
消
耗
品
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
8
0

ウ
イ
ル

ス
感

染
症
対

策
費

1
8
.
負
担
金
、
補

7
6
3
国
営
造
成
施
設
等
電
気
価
格
高
騰
対
策
支
援

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
6
3

助
及
び
交
付

事
業
補
助
金

金

1
2
.
諸
費

1
1
8
,
6
9
7

7
1
2

1
1
9
,
4
0
9

7
1
2

1
6
.
公
有
財
産
購

7
1
2
土
地

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
1
2

入
費

　
計

2
,
6
3
5
,
6
0
9

△
5
,
8
5
1

2
,
6
2
9
,
7
5
8

△
7
,
8
7
6

△
2
,
4
6
6

4
,
4
9
1

（
款
）
 
2
.
 
総

務
費

 
 
（

項
）
 
2
.
 
徴
税
費

1
.
税
務
総

務
費

6
8
,
9
7
2

1
9
2

6
9
,
1
6
4

1
9
2

3
.
職
員
手
当
等

1
9
2
扶
養
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
6

住
居
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
4
6

2
.
賦
課
徴

収
費

4
7
,
4
4
8

1
,
0
6
7

4
8
,
5
1
5

1
,
0
6
7

1
.
報
酬

2
7
1
会
計
年
度
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
7
1

8
.
旅
費

1
4
費
用
弁
償

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
4

1
8
.
負
担
金
、
補

7
8
2
ふ
る
さ
と
広
域
連
合
負
担
金
（
滞
納
整
理
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
8
2

助
及
び
交
付

金

　
計

1
1
6
,
4
2
0

1
,
2
5
9

1
1
7
,
6
7
9

1
,
2
5
9

－
　
１
１
　
－



（
款
）
 
2
.
 
総

務
費

 
 
（

項
）
 
3
.
 
戸
籍
住
民
登
録
費

一
　
　
　
般
　
（
単
位
：
千
円
）

補
 
正
 
額
 
の
 
財
 
源
 
内
 
訳

目
補

正
前

の
額

補
　
正
　
額

計
特
　
　
定
　
　
財
　
　
源

説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明

国
県
支
出
金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

区
　
　
分

金
　
額

1
.
戸
籍
住

民
登

6
2
,
7
8
9

5
0

6
2
,
8
3
9

5
0

3
.
職
員
手
当
等

5
0
時
間
外
勤
務
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
0

録
費

　
計

6
2
,
7
8
9

5
0

6
2
,
8
3
9

5
0

（
款
）
 
3
.
 
民

生
費

 
 
（

項
）
 
1
.
 
社
会
福
祉
費

1
.
社
会
福

祉
総

2
5
6
,
8
6
9

2
,
3
2
5

2
5
9
,
1
9
4

1
,
5
9
2

7
3
3

2
7
.
繰
出
金

2
,
3
2
5
国
保
（
基
盤
安
定
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
,
2
8
8

務
費

国
保
（
職
員
給
与
費
等
繰
出
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
0
3

国
保
（
未
就
学
児
均
等
割
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
1
6
6

4
.
隣
保
館

運
営

1
3
,
6
9
9

5
7
4

1
4
,
2
7
3

4
3
0

1
4
4

1
0
.
需
用
費

5
7
4
光
熱
水
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
7
4

費

9
.
障
が
い

者
福

6
2
8
,
6
7
9

△
6
,
9
8
0

6
2
1
,
6
9
9

△
5
,
2
5
0

△
1
,
7
3
0

1
8
.
負
担
金
、
補

2
0
障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
0

祉
費

助
及
び
交
付

ト
機
能
強
化
事
業
補
助
金
負
担
金

金

1
9
.
扶
助
費

△
7
,
0
0
0
更
生
医
療
給
付
費

 
 
 
 
 
 
 
△
7
,
0
0
0

1
0
.
介
護
保

険
事

3
3
7
,
7
4
7

△
7
,
7
5
6

3
2
9
,
9
9
1

△
7
,
7
3
0

△
2
6

1
8
.
負
担
金
、
補

△
7
,
7
3
0
地
域
介
護
・
福
祉
空
間
整
備
等
施
設
整
備
交

 
 
 
 
 
 
 
△
7
,
7
3
0

業
費

助
及
び
交
付

付
金

金

2
7
.
繰
出
金

△
2
6
介
護
保
険
（
介
護
給
付
費
等
繰
出
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
2
6

1
1
.
後
期
高

齢
者

3
4
2
,
8
5
3

2
1
2

3
4
3
,
0
6
5

△
1
,
1
4
4

1
,
3
5
6

1
8
.
負
担
金
、
補

1
,
7
3
7
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
共
通
経
費
負
担

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
8
9
7

医
療
費

助
及
び
交
付

金

金
療
養
給
付
費
負
担
金
（
過
年
度
分
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
,
6
3
4

2
7
.
繰
出
金

△
1
,
5
2
5
後
期
高
齢
（
基
盤
安
定
）

 
 
 
 
 
 
 
△
1
,
5
2
5

　
計

1
,
8
0
2
,
0
5
0

△
1
1
,
6
2
5

1
,
7
9
0
,
4
2
5

△
1
2
,
1
0
2

4
7
7

－
　
１
２
　
－

節

一
般
財
源



（
款
）
 
3
.
 
民

生
費

 
 
（

項
）
 
2
.
 
児
童
福
祉
費

一
　
　
　
般
　
（
単
位
：
千
円
）

1
.
児
童
福

祉
総

8
8
1
,
1
4
5

△
7
5

8
8
1
,
0
7
0

△
1
8
6

1
1
1

3
.
職
員
手
当
等

2
0
6
扶
養
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1

務
費

時
間
外
勤
務
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
0

児
童
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
5

1
0
.
需
用
費

3
6
0
消
耗
品
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
9

光
熱
水
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
6

修
繕
料

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
5

1
4
.
工
事
請
負
費

△
7
0
7
八
橋
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
空
調
取
替
工
事 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
7
0
7

1
7
.
備
品
購
入
費

6
6
庁
用
器
具

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
6

2
.
保
育
所

運
営

4
9
1
,
8
5
9

3
,
1
5
0

4
9
5
,
0
0
9

3
,
1
5
0

1
0
.
需
用
費

3
,
1
5
0
燃
料
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
0
2

費
光
熱
水
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
,
8
7
8

賄
材
料
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
0

　
計

1
,
4
4
0
,
4
6
2

3
,
0
7
5

1
,
4
4
3
,
5
3
7

△
1
8
6

3
,
2
6
1

（
款
）
 
3
.
 
民

生
費

 
 
（

項
）
 
3
.
 
生
活
保
護
費

2
.
生
活
保

護
扶

1
5
4
,
6
2
4

2
1
,
4
4
4

1
7
6
,
0
6
8

1
6
,
0
8
3

5
,
3
6
1

1
9
.
扶
助
費

2
1
,
4
4
4
医
療
扶
助

 
 
 
 
 
 
 
 
1
8
,
7
8
6

助
費

介
護
扶
助

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
,
6
5
8

　
計

1
5
6
,
3
3
3

2
1
,
4
4
4

1
7
7
,
7
7
7

1
6
,
0
8
3

5
,
3
6
1

（
款
）
 
4
.
 
衛

生
費

 
 
（

項
）
 
1
.
 
保
健
衛
生
費

2
.
予
防
費

8
1
,
1
0
2

2
7
0

8
1
,
3
7
2

1
6
2

1
0
8

1
2
.
委
託
料

2
7
0
産
後
ケ
ア
事
業
委
託
料

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
7
0

3
.
健
康
づ

く
り

4
8
,
7
8
4

4
5
0

4
9
,
2
3
4

4
5
0

1
0
.
需
用
費

4
5
0
印
刷
製
本
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
5
0

推
進
事

業
費

4
.
環
境
衛

生
費

2
4
,
0
6
6

1
9
4

2
4
,
2
6
0

1
9
4

1
0
.
需
用
費

1
9
4
光
熱
水
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
9
4

　
計

2
4
3
,
6
3
1

9
1
4

2
4
4
,
5
4
5

1
6
2

7
5
2

－
　
１
３
　
－



（
款
）
 
4
.
 
衛

生
費

 
 
（

項
）
 
2
.
 
清
掃
費

一
　
　
　
般
　
（
単
位
：
千
円
）

補
 
正
 
額
 
の
 
財
 
源
 
内
 
訳

目
補

正
前

の
額

補
　
正
　
額

計
特
　
　
定
　
　
財
　
　
源

説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明

国
県
支
出
金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

区
　
　
分

金
　
額

1
.
じ
ん
芥

処
理

2
2
3
,
5
7
8

5
,
5
5
8

2
2
9
,
1
3
6

5
,
5
5
8

1
8
.
負
担
金
、
補

5
,
5
5
8
ふ
る
さ
と
広
域
連
合
負
担
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
,
5
5
8

費
助
及
び
交
付

（
ご
み
処
理
費
）

金

　
計

2
5
1
,
3
2
6

5
,
5
5
8

2
5
6
,
8
8
4

5
,
5
5
8

（
款
）
 
5
.
 
農

林
水

産
業

費
 
 
（
項
）
 
1
.
 
農
業
費

1
.
農
業
委

員
会

3
8
,
9
8
7

5
7
6

3
9
,
5
6
3

5
4
6

3
0

1
0
.
需
用
費

6
7
消
耗
品
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
7

費

1
1
.
役
務
費

3
4
通
信
運
搬
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
4

1
2
.
委
託
料

2
2
5
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
保
守
委
託
料

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
5

1
3
.
使
用
料
及
び

3
3
使
用
料

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
3

賃
借
料

1
7
.
備
品
購
入
費

2
1
7
庁
用
備
品

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
7

5
.
農
地
費

4
2
6
,
2
9
1

5
6
6

4
2
6
,
8
5
7

5
0
0

6
6

1
1
.
役
務
費

5
6
6
鑑
定
料

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
6
6

6
.
地
籍
調

査
事

3
6
,
4
2
6

△
1
,
9
1
1

3
4
,
5
1
5

△
1
,
8
9
6

△
1
5

7
.
報
償
費

△
1
9
4
報
償
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
1
9
4

業
費

1
1
.
役
務
費

6
1
7
手
数
料

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
1
7

1
2
.
委
託
料

△
2
,
3
3
4
地
籍
調
査
測
量
業
務
委
託
料

 
 
 
 
 
 
 
△
2
,
3
3
4

7
.
農
業
集

落
排

2
0
5
,
3
4
9

4
,
4
0
0

2
0
9
,
7
4
9

4
,
4
0
0

2
7
.
繰
出
金

4
,
4
0
0
下
水
道
事
業
会
計
繰
出
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
,
4
0
0

水
事
業

費

　
計

1
,
0
4
1
,
0
6
3

3
,
6
3
1

1
,
0
4
4
,
6
9
4

△
1
,
3
5
0

5
0
0

4
,
4
8
1

－
　
１
４
　
－

節

一
般
財
源



（
款
）
 
5
.
 
農

林
水

産
業

費
 
 
（
項
）
 
2
.
 
林
業
費

一
　
　
　
般
　
（
単
位
：
千
円
）

1
.
林
業
総

務
費

3
,
7
9
0

5
4

3
,
8
4
4

5
4

3
.
職
員
手
当
等

5
4
扶
養
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
3

期
末
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2

勤
勉
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9

　
計

4
2
,
3
3
9

5
4

4
2
,
3
9
3

5
4

（
款
）
 
5
.
 
農

林
水

産
業

費
 
 
（
項
）
 
3
.
 
水
産
業
費

1
.
水
産
業

総
務

1
1
,
5
7
5

1
5
,
0
0
0

2
6
,
5
7
5

1
0
,
0
0
0

5
,
0
0
0

1
8
.
負
担
金
、
補

1
5
,
0
0
0
も
う
か
る
６
次
化
・
農
商
工
連
携
支
援
事
業

 
 
 
 
 
 
 
 
1
5
,
0
0
0

費
助
及
び
交
付

補
助
金

金

　
計

1
1
,
5
7
5

1
5
,
0
0
0

2
6
,
5
7
5

1
0
,
0
0
0

5
,
0
0
0

（
款
）
 
6
.
 
商

工
費

 
 
（

項
）
 
1
.
 
商
工
費

3
.
観
光
費

2
0
6
,
1
2
5

1
1
,
5
7
0

2
1
7
,
6
9
5

1
1
,
0
0
0

5
7
0

1
0
.
需
用
費

5
7
0
消
耗
品
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
0
0

光
熱
水
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
7
0

1
4
.
工
事
請
負
費

1
1
,
0
0
0
ポ
ー
ト
赤
碕
内
通
路
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
工
事 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
,
0
0
0

　
計

2
9
1
,
2
1
3

1
1
,
5
7
0

3
0
2
,
7
8
3

1
1
,
0
0
0

5
7
0

（
款
）
 
7
.
 
土

木
費

 
 
（

項
）
 
2
.
 
道
路
橋
梁
費

1
.
道
路
維

持
費

6
3
,
6
6
3

7
8
1

6
4
,
4
4
4

7
8
1

1
0
.
需
用
費

7
8
1
光
熱
水
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
8
1

　
計

4
0
6
,
1
4
9

7
8
1

4
0
6
,
9
3
0

7
8
1

（
款
）
 
7
.
 
土

木
費

 
 
（

項
）
 
3
.
 
河
川
費

1
.
河
川
維

持
費

1
4
,
4
0
0

2
,
8
0
0

1
7
,
2
0
0

2
,
3
0
0

5
0
0

1
4
.
工
事
請
負
費

2
,
8
0
0
河
内
川
河
床
掘
削
工
事

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
0
0

河
川
維
持
修
繕
工
事

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
,
5
0
0

　
計

1
4
,
4
0
0

2
,
8
0
0

1
7
,
2
0
0

2
,
3
0
0

5
0
0

－
　
１
５
　
－



（
款
）
 
7
.
 
土

木
費

 
 
（

項
）
 
4
.
 
都
市
計
画
費

一
　
　
　
般
　
（
単
位
：
千
円
）

補
 
正
 
額
 
の
 
財
 
源
 
内
 
訳

目
補

正
前

の
額

補
　
正
　
額

計
特
　
　
定
　
　
財
　
　
源

説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明

国
県
支
出
金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

区
　
　
分

金
　
額

2
.
公
共
下

水
道

3
9
6
,
3
7
4

6
,
6
0
0

4
0
2
,
9
7
4

△
2
0
0

6
,
8
0
0

2
4
.
積
立
金

△
2
0
0
下
水
道
事
業
推
進
基
金
積
立
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
2
0
0

事
業
費

2
7
.
繰
出
金

6
,
8
0
0
下
水
道
事
業
会
計
繰
出
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
,
8
0
0

　
計

4
0
1
,
2
9
1

6
,
6
0
0

4
0
7
,
8
9
1

△
2
0
0

6
,
8
0
0

（
款
）
 
8
.
 
消

防
費

 
 
（

項
）
 
1
.
 
消
防
費

1
.
常
備
消

防
費

2
4
0
,
8
9
9

3
,
2
9
0

2
4
4
,
1
8
9

3
,
2
9
0

1
8
.
負
担
金
、
補

3
,
2
9
0
ふ
る
さ
と
広
域
連
合
負
担
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
,
2
9
0

助
及
び
交
付

（
消
防
費
運
営
）

金

2
.
非
常
備

消
防

3
6
,
7
6
1

2
5
5

3
7
,
0
1
6

2
5
5

1
0
.
需
用
費

2
5
5
光
熱
水
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
5
5

費 　
計

2
9
0
,
1
1
5

3
,
5
4
5

2
9
3
,
6
6
0

3
,
5
4
5

（
款
）
 
9
.
 
教

育
費

 
 
（

項
）
 
2
.
 
小
学
校
費

1
.
学
校
管

理
費

8
7
,
3
6
2

7
,
4
0
6

9
4
,
7
6
8

7
,
4
0
6

1
0
.
需
用
費

6
,
4
0
6
光
熱
水
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
,
4
0
6

1
2
.
委
託
料

1
,
0
0
0
小
学
校
除
雪
委
託
料

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
,
0
0
0

2
.
教
育
振

興
費

2
7
,
5
7
0

1
,
6
8
6

2
9
,
2
5
6

1
,
6
8
5

1
1
7
.
備
品
購
入
費

1
,
6
8
6
教
材
備
品

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
,
1
8
6

図
書

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
0
0

　
計

1
1
4
,
9
3
2

9
,
0
9
2

1
2
4
,
0
2
4

1
,
6
8
5

7
,
4
0
7

－
　
１
６
　
－

節

一
般
財
源



（
款
）
 
9
.
 
教

育
費

 
 
（

項
）
 
3
.
 
中
学
校
費

一
　
　
　
般
　
（
単
位
：
千
円
）

1
.
学
校
管

理
費

5
6
,
5
8
6

4
,
7
0
3

6
1
,
2
8
9

4
,
7
0
3

1
0
.
需
用
費

4
,
5
0
3
光
熱
水
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
,
5
0
3

1
2
.
委
託
料

2
0
0
中
学
校
除
雪
委
託
料

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
0
0

　
計

8
4
,
2
4
7

4
,
7
0
3

8
8
,
9
5
0

4
,
7
0
3

（
款
）
 
9
.
 
教

育
費

 
 
（

項
）
 
4
.
 
社
会
教
育
費

5
.
生
涯
学

習
セ

3
6
,
9
6
5

5
,
1
0
0

4
2
,
0
6
5

5
,
1
0
0

1
0
.
需
用
費

5
,
1
0
0
燃
料
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
,
2
0
0

ン
タ
ー

運
営

光
熱
水
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
,
9
0
0

費 　
計

2
9
7
,
9
2
5

5
,
1
0
0

3
0
3
,
0
2
5

5
,
1
0
0

（
款
）
 
9
.
 
教

育
費

 
 
（

項
）
 
5
.
 
保
健
体
育
費

3
.
体
育
施

設
費

3
4
,
3
6
3

1
,
9
6
7

3
6
,
3
3
0

1
,
9
6
7

1
0
.
需
用
費

1
,
9
6
7
燃
料
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
6
7

光
熱
水
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
,
8
0
0

4
.
給
食
セ

ン
タ

1
7
1
,
8
1
3

3
,
7
8
3

1
7
5
,
5
9
6

3
,
7
8
3

1
0
.
需
用
費

3
,
7
8
3
光
熱
水
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
,
5
6
8

ー
運
営

費
賄
材
料
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
5

　
計

2
3
2
,
0
4
0

5
,
7
5
0

2
3
7
,
7
9
0

5
,
7
5
0

（
款
）
 
1
0
.
 
災

害
復

旧
費

 
 
（
項
）
 
1
.
 
農
林
水
産
業
災
害
復
旧
費

1
.
現
年
発

生
農

2
0

1
0
0

1
2
0

5
0

5
0

1
4
.
工
事
請
負
費

1
0
0
農
地
災
害
復
旧
工
事

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
0
0

地
災
害

復
旧

費

2
.
現
年
発

生
農

5
2
0

5
,
1
3
5

5
,
6
5
5

3
,
2
5
0

1
,
6
0
0

2
8
5

1
0
.
需
用
費

1
3
5
消
耗
品
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
3
5

業
用
施

設
災

害
復
旧

費

1
4
.
工
事
請
負
費

5
,
0
0
0
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
工
事

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
,
0
0
0

　
計

5
5
,
5
6
0

5
,
2
3
5

6
0
,
7
9
5

3
,
3
0
0

1
,
6
0
0

3
3
5

－
　
１
７
　
－



（
款
）
 
1
2
.
 
諸

支
出

金
 
 
（

項
）
 
1
.
 
諸
費

一
　
　
　
般
　
（
単
位
：
千
円
）

補
 
正
 
額
 
の
 
財
 
源
 
内
 
訳

目
補

正
前

の
額

補
　
正
　
額

計
特
　
　
定
　
　
財
　
　
源

説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明

国
県
支
出
金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

区
　
　
分

金
　
額

1
.
国
県
支

出
金

3
5
,
5
3
8

1
2
,
5
1
0

4
8
,
0
4
8

2
1

1
2
,
4
8
9

2
2
.
償
還
金
、
利

1
2
,
5
1
0
返
納
金

 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
,
5
1
0

返
納
金

子
及
び
割
引

料

　
計

3
5
,
5
3
8

1
2
,
5
1
0

4
8
,
0
4
8

2
1

1
2
,
4
8
9

（
款
）
 
1
3
.
 
予

備
費

 
 
（

項
）
 
1
.
 
予
備
費

1
.
予
備
費

1
6
,
4
9
7

6
1
1

1
7
,
1
0
8

6
1
1

6
1
1

 
 
 

　
計

1
6
,
4
9
7

6
1
1

1
7
,
1
0
8

6
1
1

－
　
１
８
　
－

節

一
般
財
源



議
案
第
１
２
６
号

令
和
４
年
度
琴
浦
町
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
４
号
）

令
和
４
年
度
琴
浦
町
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
４
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

第
１
条

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
３
，
６
７
０
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳

出
そ
れ
ぞ
れ
２
，
０
１
７
，
７
３
７
千
円
と
す
る
。

２
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
金
額
は
「
第
１
表

歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
に
よ
る
。



令
和
４
年
１
２
月
８
日

提
出

琴
浦

町
長

福
本

ま
り

子

令
和
４
年

月
日

琴
浦
町
議
会
議
長

大
平

高
志



歳
　

入
国
　
保
　
 
（
単
位
：
千
円
）

款
項

補
正
前
の
額

補
正
額

計

４
．

県
支

出
金

1
,
4
8
0
,
2
3
4

1
,
3
4
5

1
,
4
8
1
,
5
7
9

１
．

県
補
助
金

1
,
4
8
0
,
2
3
4

1
,
3
4
5

1
,
4
8
1
,
5
7
9

７
．

繰
入

金
1
4
9
,
8
4
3

2
,
3
2
5

1
5
2
,
1
6
8

１
．

一
般
会
計
繰
入
金

1
4
9
,
8
4
3

2
,
3
2
5

1
5
2
,
1
6
8

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

2
,
0
1
4
,
0
6
7

3
,
6
7
0

2
,
0
1
7
,
7
3
7

歳
　

出
国
　
保
　
 
（
単
位
：
千
円
）

款
項

補
正
前
の
額

補
正
額

計

１
．

総
務

費
2
4
,
9
9
7

2
0
3

2
5
,
2
0
0

１
．

総
務
管
理
費

2
4
,
9
4
0

2
0
3

2
5
,
1
4
3

２
．

保
険

給
付

費
1
,
4
5
5
,
3
3
0

1
,
3
4
5

1
,
4
5
6
,
6
7
5

２
．

高
額
療
養
費

1
9
4
,
4
6
3

1
,
3
4
5

1
9
5
,
8
0
8

３
．

国
民

健
康

保
険

事
業

費
納
付
金

4
9
5
,
7
5
0

0
4
9
5
,
7
5
0

１
．

医
療
給
付
費
分

3
4
6
,
6
0
4

0
3
4
6
,
6
0
4

２
．

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
分

1
1
5
,
3
3
8

0
1
1
5
,
3
3
8

３
．

介
護
納
付
金
分

3
3
,
8
0
8

0
3
3
,
8
0
8

１
０
．

予
備

費
2
,
0
1
1

2
,
1
2
2

4
,
1
3
3

１
．

予
備
費

2
,
0
1
1

2
,
1
2
2

4
,
1
3
3

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

2
,
0
1
4
,
0
6
7

3
,
6
7
0

2
,
0
1
7
,
7
3
7

第
 
１

 
表

 
 
 
 
 
 
歳

 
 
入

 
 
歳

 
 
出

　
予

 
 
算

 
 
補

 
 
正

－
　
１
　
－



歳
　

入
　

歳
　

出
　

補
　

正
　

予
　

算
　

事
　

項
　

別
　

明
　

細
　

書

１
．

総
　

括
（

歳
　
入
）

国
　
保
　
 
（
単
位
：
千
円
）

4
.

7
.

（
歳
　
出
）

国
　
保
　
 
（
単
位
：
千
円
）

地
　
方
　
債

1
.
総
務

費
2
4
,
9
9
7
 

2
0
3
 

2
5
,
2
0
0
 

2
.
保
険

給
付

費
1
,
4
5
5
,
3
3
0
 

1
,
3
4
5
 

1
,
4
5
6
,
6
7
5
 

3
.
国
民

健
康

保
険

事
業

費
納
付
金

4
9
5
,
7
5
0
 

0
 

4
9
5
,
7
5
0
 

△
2
,
1
2
2

1
0
.
予
備

費
2
,
0
1
1
 

2
,
1
2
2
 

4
,
1
3
3
 

2
,
1
2
2

2
,
0
1
4
,
0
6
7
 

3
,
6
7
0
 

2
,
0
1
7
,
7
3
7
 

0

款
補
正
前
の
額

補
正
額

計

県
支

出
金

1
,
4
8
0
,
2
3
4

1
,
3
4
5

1
,
4
8
1
,
5
7
9

繰
入

金
1
4
9
,
8
4
3

2
,
3
2
5

1
5
2
,
1
6
8

　
　

　
　

 
歳

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

2
,
0
1
4
,
0
6
7

3
,
6
7
0

2
,
0
1
7
,
7
3
7

補
　
正
　
額
　
の
　
財
　
源
　
内
　
訳

特
　
　

　
　
定
　
　
　
　
財
　
　
　
　
源

国
 
県
 
支
 
出
 
金

そ
　
の
　
他

2
0
3
 

1
,
3
4
5
 

2
,
1
2
2
 

 
歳
 
 
 
 
 
出

 
 
 
 
 
合

 
 
 
 
 
計

1
,
3
4
5
 

2
,
3
2
5
 

－
　
２
　
－

款
補
正
前
の
額

補
正
額

計
一
 
般
 
財
 
源



２
．

歳
　

入

（
款
）
 
4
.
 
県

支
出

金
 
 
 
 
（

項
）
 
1
.
 
県
補
助
金

 
国
　
保
　
 
（
単
位
：
千
円
）

節

区
　
　
　
　
　
分

金
　
　
額

1
.
保
険
給

付
費

等
交

付
金

1
,
4
8
0
,
2
3
4

1
,
3
4
5

1
,
4
8
1
,
5
7
9

1
.
普
通
交
付
金

1
,
3
4
5
普
通
交
付
金

1
,
3
4
5

　
 
　

　
計

1
,
4
8
0
,
2
3
4

1
,
3
4
5

1
,
4
8
1
,
5
7
9

（
款
）
 
7
.
 
繰

入
金

 
 
 
 
（

項
）
 
1
.
 
一
般
会
計
繰
入
金

1
.
一
般
会

計
繰

入
金

1
4
9
,
8
4
3

2
,
3
2
5

1
5
2
,
1
6
8

1
.
一
般
会
計
繰
入
金

2
,
3
2
5
保
険
基
盤
安
定
繰
入
金
（
保
険
税
軽
減
分
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
6
0

保
険
基
盤
安
定
繰
入
金
（
保
険
者
支
援
分
）

1
,
4
2
8

未
就
学
児
均
等
割
保
険
税
繰
入
金

△
1
6
6

職
員
給
与
費
等
繰
入
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
0
3

　
 
　

　
計

1
4
9
,
8
4
3

2
,
3
2
5

1
5
2
,
1
6
8

－
　
３
　
－

目
補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明



３
．

歳
　

出

（
款
）
 
1
.
 
総

務
費

 
 
（

項
）
 
1
.
 
総
務
管
理
費

国
　
保
　
 
（
単
位
：
千
円
）

補
 
正
 
額
 
の
 
財
 
源
 
内
 
訳

目
補

正
前

の
額

補
　
正
　
額

計
特
　
　
定
　
　
財
　
　
源

説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明

国
県
支
出
金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

区
　
　
分

金
　
額

1
.
一
般
管

理
費

2
3
,
0
4
2

2
0
3

2
3
,
2
4
5

2
0
3

3
.
職
員
手
当
等

3
8
住
居
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
8

1
2
.
委
託
料

1
6
5
国
保
シ
ス
テ
ム
国
保
制
度
改
正
対
応
委
託
料

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
6
5

　
計

2
4
,
9
4
0

2
0
3

2
5
,
1
4
3

2
0
3

（
款
）
 
2
.
 
保

険
給

付
費

 
 
（
項
）
 
2
.
 
高
額
療
養
費

1
.
一
般
被

保
険

1
9
4
,
4
5
3

1
,
3
4
5

1
9
5
,
7
9
8

1
,
3
4
5

1
8
.
負
担
金
、
補

1
,
3
4
5
高
額
療
養
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
,
3
4
5

者
高
額

療
養

助
及
び
交
付

費
金

　
計

1
9
4
,
4
6
3

1
,
3
4
5

1
9
5
,
8
0
8

1
,
3
4
5

（
款
）
 
3
.
 
国

民
健

康
保

険
事

業
費
納
付
金
 
 
（
項
）
 
1
.
 
医
療
給

付
費
分

1
.
一
般
被

保
険

3
4
6
,
6
0
4

0
3
4
6
,
6
0
4

1
,
5
1
1

△
1
,
5
1
1

財
源
組
替

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

者
医
療

給
付

費
分

　
計

3
4
6
,
6
0
4

0
3
4
6
,
6
0
4

1
,
5
1
1

△
1
,
5
1
1

（
款
）
 
3
.
 
国

民
健

康
保

険
事

業
費
納
付
金
 
 
（
項
）
 
2
.
 
後
期
高

齢
者
支
援
金
等
分

1
.
一
般
被

保
険

1
1
5
,
3
3
8

0
1
1
5
,
3
3
8

5
0
7

△
5
0
7

財
源
組
替

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

者
後
期

高
齢

者
支
援

金
等

分 　
計

1
1
5
,
3
3
8

0
1
1
5
,
3
3
8

5
0
7

△
5
0
7

－
　
４
　
－

節

一
般
財
源



（
款
）
 
3
.
 
国

民
健

康
保

険
事

業
費
納
付
金
 
 
（
項
）
 
3
.
 
介
護
納

付
金
分

 
国
　
保
　
 
（
単
位
：
千
円
）

1
.
介
護
納

付
金

3
3
,
8
0
8

0
3
3
,
8
0
8

1
0
4

△
1
0
4

財
源
組
替

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

分 　
計

3
3
,
8
0
8

0
3
3
,
8
0
8

1
0
4

△
1
0
4

（
款
）
 
1
0
.
 
予

備
費

 
 
（

項
）
 
1
.
 
予
備
費

1
.
予
備
費

2
,
0
1
1

2
,
1
2
2

4
,
1
3
3

2
,
1
2
2

　
計

2
,
0
1
1

2
,
1
2
2

4
,
1
3
3

2
,
1
2
2

－
　
５
　
－



議
案
第
１
２
７
号

令
和
４
年
度
琴
浦
町
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
４
号
）

令
和
４
年
度
琴
浦
町
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
４
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

第
１
条

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か
ら
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
６
９
８
千
円
を
減
額
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出

そ
れ
ぞ
れ
２
，
２
６
２
，
５
０
３
千
円
と
す
る
。

２
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
金
額
は
「
第
１
表

歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
に
よ
る
。



令
和
４
年
１
２
月
８
日

提
出

琴
浦

町
長

福
本

ま
り

子

令
和
４
年

月
日

琴
浦
町
議
会
議
長

大
平

高
志



歳
　

入
介
　
　
　
護
　
（
単
位
：
千
円
）

款
項

補
正
前
の
額

補
正
額

計

３
．

国
庫

支
出

金
5
7
3
,
1
0
9

1
2
0

5
7
3
,
2
2
9

１
．

国
庫
負
担
金

3
7
4
,
9
7
9

4
5
5

3
7
5
,
4
3
4

２
．

国
庫
補
助
金

1
9
8
,
1
3
0

△
3
3
5

1
9
7
,
7
9
5

４
．

支
払

基
金

交
付

金
5
7
5
,
9
8
4

△
3
5
1

5
7
5
,
6
3
3

１
．

支
払
基
金
交
付
金

5
7
5
,
9
8
4

△
3
5
1

5
7
5
,
6
3
3

５
．

県
支

出
金

3
0
7
,
9
1
7

△
6
1
7

3
0
7
,
3
0
0

１
．

県
負
担
金

2
9
0
,
6
6
5

△
4
5
5

2
9
0
,
2
1
0

２
．

県
補
助
金

1
7
,
2
5
2

△
1
6
2

1
7
,
0
9
0

７
．

繰
入

金
3
3
6
,
9
6
6

△
2
6

3
3
6
,
9
4
0

１
．

一
般
会
計
繰
入
金

3
2
9
,
9
4
7

△
2
6

3
2
9
,
9
2
1

９
．

諸
収

入
6
,
1
2
3

1
7
6

6
,
2
9
9

１
．

延
滞
金
、
加
算
金
及
び
過
料

2
1
7
6

1
7
8

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

2
,
2
6
3
,
2
0
1

△
6
9
8

2
,
2
6
2
,
5
0
3

第
 
１

 
表

 
 
 
 
 
 
歳

 
 
入

 
 
歳

 
 
出

　
予

 
 
算

 
 
補

 
 
正

－
　
１
　
－



歳
　

出
介
　
　
　
護
　
（
単
位
：
千
円
）

款
項

補
正
前
の
額

補
正
額

計

１
．

総
務

費
6
7
,
9
2
7

1
3
6

6
8
,
0
6
3

３
．

介
護
認
定
審
査
会
費

5
,
2
0
6

1
3
6

5
,
3
4
2

２
．

保
険

給
付

費
2
,
0
4
8
,
4
6
4

0
2
,
0
4
8
,
4
6
4

１
．

介
護
サ
ー
ビ
ス
等
諸
費

1
,
9
1
5
,
7
0
0

1
0
,
2
0
0

1
,
9
2
5
,
9
0
0

２
．

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
諸
費

2
8
,
5
0
0

8
0
0

2
9
,
3
0
0

４
．

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
費

4
5
,
1
0
0

△
1
,
0
0
0

4
4
,
1
0
0

５
．

特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
費

5
6
,
1
0
0

△
1
0
,
0
0
0

4
6
,
1
0
0

３
．

地
域

支
援

事
業

費
9
0
,
2
7
3

△
1
,
3
0
0

8
8
,
9
7
3

２
．

介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業
費

5
8
,
0
4
8

0
5
8
,
0
4
8

３
．

一
般
介
護
予
防
事
業
費

2
8
,
0
1
4

△
1
,
3
0
0

2
6
,
7
1
4

６
．

予
備

費
1
6
5

4
6
6

6
3
1

１
．

予
備
費

1
6
5

4
6
6

6
3
1

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

2
,
2
6
3
,
2
0
1

△
6
9
8

2
,
2
6
2
,
5
0
3

－
　
２
　
－



歳
　

入
　

歳
　

出
　

補
　

正
　

予
　

算
　

事
　

項
　

別
　

明
　

細
　

書

１
．

総
　

括
（

歳
　
入
）

介
　
　
　
護
　
（
単
位
：
千
円
）

款
補
正
前
の
額

補
正
額

計

３
．

国
庫

支
出

金
5
7
3
,
1
0
9

1
2
0

5
7
3
,
2
2
9

４
．

支
払

基
金

交
付

金
5
7
5
,
9
8
4

△
3
5
1

5
7
5
,
6
3
3

５
．

県
支

出
金

3
0
7
,
9
1
7

△
6
1
7

3
0
7
,
3
0
0

７
．

繰
入

金
3
3
6
,
9
6
6

△
2
6

3
3
6
,
9
4
0

９
．

諸
収

入
6
,
1
2
3

1
7
6

6
,
2
9
9

　
　

　
　

 
歳

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

2
,
2
6
3
,
2
0
1

△
6
9
8

2
,
2
6
2
,
5
0
3

－
　
３
　
－



（
歳
　
出
）

介
　
　
　
護
　
（
単
位
：
千
円
）

補
　
正
　
額
　
の
　
財
　
源
　
内
　
訳

款
補
正
前
の
額

補
正
額

計
特
　
　

　
　
定
　
　
　
　
財
　
　
　
　
源

国
 
県
 
支
 
出
 
金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

1
.
総
務
費

6
7
,
9
2
7

1
3
6

6
8
,
0
6
3

1
3
6

3
.
地
域
支

援
事

業
費

9
0
,
2
7
3

△
1
,
3
0
0

8
8
,
9
7
3

△
4
9
7

△
8
0
3

6
.
予
備
費

1
6
5

4
6
6

6
3
1

4
6
6

 
歳
 
 
 
 
 
出

 
 
 
 
 
合

 
 
 
 
 
計

2
,
2
6
3
,
2
0
1

△
6
9
8

2
,
2
6
2
,
5
0
3

△
4
9
7

△
2
0
1

－
　
４
　
－

一
 
般
 
財
 
源



２
．

歳
　

入

（
款
）
 
3
.
 
国

庫
支

出
金

 
 
 
 
（
項
）
 
1
.
 
国
庫
負
担
金

介
　
　
　
護
　
（
単
位
：
千
円
）

節

区
　
　
　
　
　
分

金
　
　
額

1
.
介
護
給

付
費

負
担

金
3
7
4
,
9
7
9

4
5
5

3
7
5
,
4
3
4

1
.
現
年
度
分

4
5
5
介
護
給
付
費
等
負
担
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
5
5

　
 
　

　
計

3
7
4
,
9
7
9

4
5
5

3
7
5
,
4
3
4

（
款
）
 
3
.
 
国

庫
支

出
金

 
 
 
 
（
項
）
 
2
.
 
国
庫
補
助
金

2
.
地
域
支

援
事

業
交

付
金

2
1
,
2
2
7

△
3
3
5

2
0
,
8
9
2

1
.
現
年
度
分

△
3
3
5
介
護
予
防
事
業

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
3
3
5

（
介
護

予
防

事
業

）

　
 
　

　
計

1
9
8
,
1
3
0

△
3
3
5

1
9
7
,
7
9
5

（
款
）
 
4
.
 
支

払
基

金
交

付
金

 
 
 
 
（
項
）
 
1
.
 
支
払
基
金
交
付
金

2
.
地
域
支

援
事

業
支

援
交

付
2
3
,
0
5
1

△
3
5
1

2
2
,
7
0
0

1
.
現
年
度
分

△
3
5
1
地
域
支
援
事
業
支
援
交
付
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
3
5
1

金 　
 
　

　
計

5
7
5
,
9
8
4

△
3
5
1

5
7
5
,
6
3
3

（
款
）
 
5
.
 
県

支
出

金
 
 
 
 
（

項
）
 
1
.
 
県
負
担
金

1
.
介
護
給

付
費

負
担

金
2
9
0
,
6
6
5

△
4
5
5

2
9
0
,
2
1
0

1
.
現
年
度
分

△
4
5
5
介
護
給
付
費
等
負
担
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
4
5
5

　
 
　

　
計

2
9
0
,
6
6
5

△
4
5
5

2
9
0
,
2
1
0

（
款
）
 
5
.
 
県

支
出

金
 
 
 
 
（

項
）
 
2
.
 
県
補
助
金

1
.
地
域
支

援
事

業
交

付
金

1
0
,
6
1
3

△
1
6
2

1
0
,
4
5
1

1
.
現
年
度
分

△
1
6
2
介
護
予
防
事
業

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
1
6
2

（
介
護

予
防

事
業

）

　
 
　

　
計

1
7
,
2
5
2

△
1
6
2

1
7
,
0
9
0

－
　
５
　
－

目
補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明



（
款
）
 
7
.
 
繰

入
金

 
 
 
 
（

項
）
 
1
.
 
一
般
会
計
繰
入
金

介
　
　
　
護
　
（
単
位
：
千
円
）

節

区
　
　
　
　
　
分

金
　
　
額

2
.
そ
の
他

一
般

会
計

繰
入

金
3
4
,
1
3
7

1
3
6

3
4
,
2
7
3

2
.
事
務
費
繰
入
金

1
3
6
事
務
費
繰
入
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
3
6

3
.
地
域
支

援
事

業
繰

入
金

1
0
,
6
1
3

△
1
6
2

1
0
,
4
5
1

1
.
現
年
度
分

△
1
6
2
介
護
予
防
事
業

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
1
6
2

（
介
護

予
防

事
業

）

　
 
　

　
計

3
2
9
,
9
4
7

△
2
6

3
2
9
,
9
2
1

（
款
）
 
9
.
 
諸

収
入

 
 
 
 
（

項
）
 
1
.
 
延
滞
金
、
加
算
金
及
び
過
料

1
.
第
１
号

被
保

険
者

延
滞

金
1

1
7
6

1
7
7

1
.
第
１
号
被
保
険
者
延
滞
金

1
7
6
第
１
号
被
保
険
者
延
滞
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
7
6

　
 
　

　
計

2
1
7
6

1
7
8

－
　
６
　
－

目
補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明



３
．

歳
　

出

（
款
）
 
1
.
 
総

務
費

 
 
（

項
）
 
3
.
 
介
護
認
定
審
査
会
費

介
　
　
　
護
　
（
単
位
：
千
円
）

補
 
正
 
額
 
の
 
財
 
源
 
内
 
訳

目
補

正
前

の
額

補
　
正
　
額

計
特
　
　
定
　
　
財
　
　
源

説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明

国
県
支
出
金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

区
　
　
分

金
　
額

1
.
介
護
認

定
審

3
,
7
7
6

△
1
9
4

3
,
5
8
2

△
1
9
4

1
8
.
負
担
金
、
補

△
1
9
4
ふ
る
さ
と
広
域
連
合
負
担
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
1
9
4

査
会
費

助
及
び
交
付

（
認
定
審
査
会
）

金

2
.
認
定
調

査
等

1
,
4
3
0

3
3
0

1
,
7
6
0

3
3
0

1
2
.
委
託
料

3
3
0
要
介
護
認
定
調
査
委
託
料

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
3
0

費 　
計

5
,
2
0
6

1
3
6

5
,
3
4
2

1
3
6

（
款
）
 
2
.
 
保

険
給

付
費

 
 
（
項
）
 
1
.
 
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
諸
費

1
.
介
護
サ

ー
ビ

1
,
9
1
5
,
7
0
0

1
0
,
2
0
0

1
,
9
2
5
,
9
0
0

4
,
0
9
6

6
,
1
0
4

1
8
.
負
担
金
、
補

1
0
,
2
0
0
福
祉
用
具
購
入
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
0
0

ス
等
諸

費
助
及
び
交
付

住
宅
改
修
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
3
0
0

金
サ
ー
ビ
ス
計
画
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
,
0
0
0

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
給
付
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
,
0
0
0

 
 

　
計

1
,
9
1
5
,
7
0
0

1
0
,
2
0
0

1
,
9
2
5
,
9
0
0

4
,
0
9
6

6
,
1
0
4

（
款
）
 
2
.
 
保

険
給

付
費

 
 
（
項
）
 
2
.
 
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
諸
費

1
.
介
護
予

防
サ

2
8
,
5
0
0

8
0
0

2
9
,
3
0
0

3
2
1

4
7
9

1
8
.
負
担
金
、
補

8
0
0
居
宅
サ
ー
ビ
ス
給
付
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
0
0

ー
ビ
ス

等
諸

助
及
び
交
付

住
宅
改
修
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
0
0

費
金

サ
ー
ビ
ス
計
画
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
0
0

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
給
付
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
2
0
0

 
 

　
計

2
8
,
5
0
0

8
0
0

2
9
,
3
0
0

3
2
1

4
7
9

－
　
７
　
－

節

一
般
財
源



（
款
）
 
2
.
 
保

険
給

付
費

 
 
（
項
）
 
4
.
 
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
費

介
　
　
　
護
　
（
単
位
：
千
円
）

補
 
正
 
額
 
の
 
財
 
源
 
内
 
訳

目
補

正
前

の
額

補
　
正
　
額

計
特
　
　
定
　
　
財
　
　
源

説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明

国
県
支
出
金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

区
　
　
分

金
　
額

1
.
高
額
介

護
サ

4
5
,
1
0
0

△
1
,
0
0
0

4
4
,
1
0
0

△
4
0
1

△
5
9
9

1
8
.
負
担
金
、
補

△
1
,
0
0
0
高
額
医
療
・
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

 
 
 
 
 
 
 
△
1
,
0
0
0

ー
ビ
ス

等
費

助
及
び
交
付

金

　
計

4
5
,
1
0
0

△
1
,
0
0
0

4
4
,
1
0
0

△
4
0
1

△
5
9
9

（
款
）
 
2
.
 
保

険
給

付
費

 
 
（
項
）
 
5
.
 
特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
費

1
.
特
定
入

所
者

5
6
,
1
0
0

△
1
0
,
0
0
0

4
6
,
1
0
0

△
4
,
0
1
6

△
5
,
9
8
4

1
8
.
負
担
金
、
補

△
1
0
,
0
0
0
特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

 
 
 
 
 
 
△
1
0
,
0
0
0

介
護
サ

ー
ビ

助
及
び
交
付

ス
等
費

金

　
計

5
6
,
1
0
0

△
1
0
,
0
0
0

4
6
,
1
0
0

△
4
,
0
1
6

△
5
,
9
8
4

（
款
）
 
3
.
 
地

域
支

援
事

業
費

 
 
（
項
）
 
2
.
 
介
護
予
防
・
生
活
支

援
サ
ー
ビ
ス
事
業
費

1
.
介
護
予

防
・

5
6
,
7
5
8

6
0
0

5
7
,
3
5
8

2
1
5

3
8
5

1
8
.
負
担
金
、
補

6
0
0
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
0
0

生
活
支

援
サ

助
及
び
交
付

ー
ビ
ス

事
業

金

費

2
.
介
護
予

防
ケ

1
,
2
9
0

△
6
0
0

6
9
0

△
3
6
3

△
2
3
7

1
2
.
委
託
料

△
6
0
0
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
委
託
料

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
6
0
0

ア
マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
事

業
費

　
計

5
8
,
0
4
8

0
5
8
,
0
4
8

△
1
4
8

1
4
8

－
　
８
　
－

節

一
般
財
源



（
款
）
 
3
.
 
地

域
支

援
事

業
費

 
 
（
項
）
 
3
.
 
一
般
介
護
予
防
事
業

費
介
　
　
　
護
　
（
単
位
：
千
円
）

1
.
一
般
介

護
予

2
8
,
0
1
4

△
1
,
3
0
0

2
6
,
7
1
4

△
3
4
9

△
9
5
1

1
2
.
委
託
料

△
1
,
3
0
0
ニ
ー
ズ
調
査
委
託
料

 
 
 
 
 
 
 
△
1
,
3
0
0

防
事
業

費

　
計

2
8
,
0
1
4

△
1
,
3
0
0

2
6
,
7
1
4

△
3
4
9

△
9
5
1

（
款
）
 
6
.
 
予

備
費

 
 
（

項
）
 
1
.
 
予
備
費

1
.
予
備
費

1
6
5

4
6
6

6
3
1

4
6
6

 
4
6
6
 

 

　
計

1
6
5

4
6
6

6
3
1

4
6
6

－
　
９
　
－



議
案
第
１
２
８
号

令
和
４
年
度
琴
浦
町
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

令
和
４
年
度
琴
浦
町
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

第
１
条

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か
ら
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
，
５
２
５
千
円
を
減
額
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入

歳
出
そ
れ
ぞ
れ
２
４
９
，
８
８
７
千
円
と
す
る
。

２
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
金
額
は
「
第
１
表

歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
に
よ
る
。



令
和
４
年
１
２
月
８
日

提
出

琴
浦

町
長

福
本

ま
り

子

令
和
４
年

月
日

琴
浦
町
議
会
議
長

大
平

高
志



歳
　

入
後
　
　
　
期
　
（
単
位
：
千
円
）

款
項

補
正
前
の
額

補
正
額

計

３
．

繰
入

金
7
0
,
1
5
8

△
1
,
5
2
5

6
8
,
6
3
3

１
．

一
般
会
計
繰
入
金

7
0
,
1
5
8

△
1
,
5
2
5

6
8
,
6
3
3

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

2
5
1
,
4
1
2

△
1
,
5
2
5

2
4
9
,
8
8
7

歳
　

出
後
　
　
　
期
　
（
単
位
：
千
円
）

款
項

補
正
前
の
額

補
正
額

計

２
．

後
期

高
齢

者
医

療
広

域
連
合
納
付
金

2
4
7
,
8
1
0

△
1
,
5
2
5

2
4
6
,
2
8
5

１
．

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
納
付
金

2
4
7
,
8
1
0

△
1
,
5
2
5

2
4
6
,
2
8
5

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

2
5
1
,
4
1
2

△
1
,
5
2
5

2
4
9
,
8
8
7

第
 
１

 
表

 
 
 
 
 
 
歳

 
 
入

 
 
歳

 
 
出

　
予

 
 
算

 
 
補

 
 
正

－
　
１
　
－



－
　
２
　
－

１
．

総
　

括
（

歳
　
入
）

後
　
　
　
期
　
（
単
位
：
千
円
）

３
．

繰
入

金

　
　

　
　

 
歳

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

（
歳
　
出
）

後
　
　
　
期
　
（
単
位
：
千
円
）

地
　
方
　
債

2
.
後
期

高
齢

者
医

療
広

域
連
合
納
付
金

2
4
7
,
8
1
0

2
4
6
,
2
8
5

 
歳

 
 
 
 
 
出

 
 
 
 
 
合

 
 
 
 
 
計

2
5
1
,
4
1
2

2
4
9
,
8
8
7

歳
　

入
　

歳
　

出
　

補
　

正
　

予
　

算
　

事
　

項
　

別
　

明
　

細
　

書

款
補
正
前
の
額

補
正
額

計

7
0
,
1
5
8

△
1
,
5
2
5

6
8
,
6
3
3

2
5
1
,
4
1
2

△
1
,
5
2
5

2
4
9
,
8
8
7

補
　
正
　
額
　
の
　
財
　
源
　
内
　
訳

特
　
　
　
　
定
　
　
　
　
財
　
　
　
　
源

国
 
県
 
支
 
出
 
金

そ
　
の
　
他

△
1
,
5
2
5

△
1
,
5
2
5

△
1
,
5
2
5

△
1
,
5
2
5

款
補
正
前
の
額

補
正
額

計
一
 
般
 
財
 
源



２
．

歳
　

入

（
款
）
 
3
.
 
繰

入
金

 
 
 
 
（

項
）
 
1
.
 
一
般
会
計
繰
入
金

後
　
　
　
期
　
（
単
位
：
千
円
）

2
.

1
.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
1
,
5
2
5

３
．

歳
　

出

（
款
）
 
2
.
 
後

期
高

齢
者

医
療

広
域
連
合
納
付
金
 
 
（
項
）
 
1
.
 
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
納
付
金

後
　
　
　
期
　
（
単
位
：
千
円
）

地
　
方
　
債

1
.
後
期
高

齢
者

△
1
,
5
2
5

1
8
.
負
担
金
、
補

負
担
金

 
 
 
 
 
 
 
△
1
,
5
2
5

医
療
広

域
連

助
及
び
交
付

合
納
付

金
金

　
計

△
1
,
5
2
5

－
　
３
　
－

節

区
　
　
　
　
　
分

金
　
　
額

保
険
基

盤
安

定
繰

入
金

6
8
,
8
0
0

△
1
,
5
2
5

6
7
,
2
7
5

保
険
基
盤
安
定
繰
入
金

△
1
,
5
2
5
保
険
基
盤
安
定
繰
入
金

　
 
　

　
計

7
0
,
1
5
8

△
1
,
5
2
5

6
8
,
6
3
3

補
 
正
 
額
 
の
 
財
 
源
 
内
 
訳

特
　
　
定
　
　
財
　
　
源

国
県
支
出
金

そ
　
の
　
他

区
　
　
分

金
　
額

2
4
7
,
8
1
0

2
4
6
,
2
8
5

△
1
,
5
2
5

△
1
,
5
2
5

2
4
7
,
8
1
0

2
4
6
,
2
8
5

△
1
,
5
2
5

目
補
正
前
の
額

補
　
正
　

額
計

説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明

目
補

正
前

の
額

補
　
正
　
額

計
節

説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明

一
般
財
源



議
案
第
１
２
９
号

令
和
４
年
度
琴
浦
町
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

第
１
条

令
和
４
年
度
琴
浦
町
水
道
事
業
会
計
の
補
正
予
算
（
第
３
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
２
条

令
和
４
年
度
琴
浦
町
水
道
事
業
会
計
予
算
（
以
下
「
予
算
」
と
い
う
。
）
第
３
条
に
定
め
た
収
益
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
を

次
の
と
お
り
補
正
す
る
。

（
科

目
）

（
既
決
予
定
額
）

（
補
正
予
定
額
）

（
計
）

支
出

第
１
款

水
道
事
業
費
用

２
７
２
，
３
８
９
千
円

１
，
０
１
６
千
円

２
７
３
，
４
０
５
千
円

第
１
項

営
業
費
用

２
５
１
，
８
６
２
千
円

１
，
０
１
６
千
円

２
５
２
，
８
７
８
千
円

第
３
条

予
算
第
７
条
に
定
め
た
経
費
の
金
額
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
科

目
）

（
既
決
予
定
額
）

（
補
正
予
定
額
）

（
計
）

職
員
給
与
費

３
２
，
４
６
７
千
円

１
０
５
千
円

３
２
，
５
７
２
千
円



令
和
４
年
１
２
月
８
日

提
出

琴
浦

町
長

福
本

ま
り

子

令
和
４
年

月
日

琴
浦
町
議
会
議
長

大
平

高
志



既
決

予
定

額


（
千

円
）

補
正

予
定

額


（
千

円
）

計


（
千

円
）

1
水

道
事

業
費

用
2
7
2
,3

8
9

1
,0

1
6

2
7
3
,4

0
5

1
営

業
費

用
2
5
1
,8

6
2

1
,0

1
6

2
5
2
,8

7
8

1
原

水
及

び
浄

水
費

2
7
,0

0
2

7
3
6

2
7
,7

3
8

2
配

水
及

び
給

水
費

3
7
,1

1
5

2
3
2

3
7
,3

4
7

4
総

係
費

3
1
,6

3
6

4
8

3
1
,6

8
4

令
和

4
年

度
 琴

浦
町

水
道

事
業

会
計

補
正

予
算

（
第

３
号

）
実

施
計

画

収
益

的
収

入
及

び
支

出

支
　

出

款
項

目

-
1
-



水
源

地
電

灯
代

取
水

用
水

中
ポ

ン
プ

等
電

力
料

時
間

外
手

当
配

水
施

設
電

灯
代

加
圧

ポ
ン

プ
等

電
力

料

郵
券

代
印

紙
代

令
和

4
年

度
 琴

浦
町

水
道

事
業

会
計

補
正

予
算

 (
第

３
号

)説
明

書

収
益

的
収

入
及

び
支

出
支

　
出

　
　

　
明

　
　

　
　

　
細

　
　

　
款

・
項

目
既

決
予

定
額

補
正

予
定

額
計

節
金

額
附

記
（
千

円
）

（
千

円
）

（
千

円
）

（
千

円
）

1
 水

道
事

業
費

用
2
7
2
,3

8
9

1
,0

1
6

2
7
3
,4

0
5

 1
)営

業
費

用
2
5
1
,8

6
2

1
,0

1
6

2
5
2
,8

7
8

1
 原

水
及

び
浄

水
費

2
7
,0

0
2

7
3
6

2
7
,7

3
8

  
 

1
6
0
 光

熱
水

費
3
0

3
0
千

円
2
4
0
 動

力
費

7
0
6

7
0
6
千

円
2
 配

水
及

び
給

水
費

3
7
,1

1
5

2
3
2

3
7
,3

4
7

  
 

0
2
0
 手

当
1
0
5

1
0
5
千

円
1
6
0
 光

熱
水

費
3

3
千

円
2
4
0
 動

力
費

1
2
4

1
2
4
千

円
4
 総

係
費

3
1
,6

3
6

4
8

3
1
,6

8
4

1
8
0
 通

信
運

搬
費

3
8

3
8
千

円
3
4
0
 公

課
費

1
0

1
0
千

円

-
2
-



（
単
位
：
千
円
）

3
2
,
9
8
0

1
5
0
,
4
8
2

1
,
3
3
9 0

2
0

2
1

△
 
2
9
,
3
2
9

△
 
6
8

1
8
,
4
7
6

△
 
1

2
,
9
1
7

△
 
4
2
,
9
6
1

1
3
3
,
8
7
6

6
8

△
 
1
8
,
4
7
6

1
1
5
,
4
6
8

△
 
2
3
7
,
9
2
6

1
0
,
0
0
0

△
 
2
2
7
,
9
2
6

1
7
8
,
2
0
0

△
 
9
8
,
6
2
3 0 0

7
9
,
5
7
7

△
 
3
2
,
8
8
1

3
9
6
,
4
0
8

3
6
3
,
5
2
7

令
和

4
年

度
琴

浦
町

水
道

事
業

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー
計

算
書

（
令

和
4
年

4
月

1
日

か
ら

令
和

5
年

3
月

3
1
日

ま
で
）

間
接
法
に
よ
り
作
成

(
1
)
　
業
務
活
動
に
よ
る

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー
　
　
　
　
当
年
度
純
利
益

　
　
　
　
減
価
償
却
費

　
　
　
　
資
産
減
耗
費

　
　
　
　
貸
倒
引
当
金
の
増

減
額

（
△

は
減

少
）

　
　
　
　
賞
与
引
当
金
の
増

減
額

（
△

は
減

少
）

　
　
　
　
法
定
福
利
費
引
当

金
の

増
減

額
（

△
は

減
少

）
　
　
　
　
長
期
前
受
金
戻
入

額
　
　
　
　
受
取
利
息
及
び
受

取
配

当
金

　
　
　
　
支
払
利
息

　
　
　
　
有
形
固
定
資
産
売

却
損

益
（

△
は

益
）

　
　
　
　
未
収
金
の
増
減
額

（
△

は
増

加
）

　
　
　
　
未
払
金
の
増
減
額

（
△

は
減

少
）

　
　
　
　
小
計

　
　
　
　
利
息
及
び
配
当
金

の
受

取
額

　
　
　
　
利
息
の
支
払
額

　
　
　
　
業
務
活
動
に
よ
る

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー

(
2
)
　
投
資
活
動
に
よ
る

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー
　
　
　
　
固
定
資
産
の
取
得

に
よ

る
支

出
　
　
　
　
他
会
計
か
ら
の
繰

入
金

に
よ

る
収

入
　
　
　
　
投
資
活
動
に
よ
る

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー

(
3
)
　
財
務
活
動
に
よ
る

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー
　
　
　
　
企
業
債
に
よ
る
収

入
　
　
　
　
企
業
債
の
償
還
に

よ
る

支
出

　
　
　
　
他
会
計
か
ら
の
出

資
に

よ
る

収
入

　
　
　
　
リ
ー
ス
債
務
の
返

済
に

よ
る

支
出

　
　
　
　
財
務
活
動
に
よ
る

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー

　
　
　
資
金
増
加
額
（
又
は

減
少

額
）

　
　
　
資
金
期
首
残
高

　
　
　
資
金
期
末
残
高

-
3
-



(単
位

：
円

)

１
 固

定
資

産
（
１

）
有

形
固

定
資

産
　

　
イ

　
土

地
3
5
,8

6
5
,7

8
9

　
　

ロ
　

建
物

5
3
,6

1
9
,4

8
5

　
　

　
　

建
物

減
価

償
却

累
計

額
△

 3
1
,9

6
6
,1

6
7

2
1
,6

5
3
,3

1
8

　
　

ハ
　

構
築

物
6
,3

5
5
,4

1
2
,3

5
7

　
　

　
　

構
築

物
減

価
償

却
累

計
額

△
 2

,8
8
1
,9

0
7
,2

2
7

3
,4

7
3
,5

0
5
,1

3
0

　
　

ニ
　

機
械

及
び

装
置

4
3
8
,8

4
3
,3

5
2

　
　

　
　

機
械

及
び

装
置

減
価

償
却

累
計

額
△

 3
0
3
,6

9
3
,5

6
1

1
3
5
,1

4
9
,7

9
1

　
　

ホ
　

車
両

及
び

運
搬

具
2
,9

3
6
,7

2
9

　
　

　
　

車
両

及
び

運
搬

具
減

価
償

却
累

計
額

△
 2

,7
8
9
,8

9
4

1
4
6
,8

3
5

　
　

ヘ
　

工
具

器
具

及
び

備
品

9
,6

6
8
,3

8
2

　
　

　
　

工
具

器
具

及
び

備
品

減
価

償
却

累
計

額
△

 2
,8

9
4
,7

2
9

6
,7

7
3
,6

5
3

　
　

ト
　

リ
ー

ス
資

産
0

　
　

　
　

リ
ー

ス
資

産
減

価
償

却
累

計
額

0
0

　
　

チ
　

建
設

仮
勘

定
2
0
,8

5
4
,8

1
9

　
　

有
形

固
定

資
産

合
計

3
,6

9
3
,9

4
9
,3

3
5

（
２

）
無

形
固

定
資

産
　

　
イ

　
水

道
台

帳
ソ

フ
ト

0
　

　
無

形
固

定
資

産
合

計
0

　
　

固
定

資
産

合
計

3
,6

9
3
,9

4
9
,3

3
5

２
 流

動
資

産
（
１

）
現

金
預

金
3
6
3
,5

2
7
,0

6
8

（
２

）
未

収
金

5
,5

6
3
,7

3
9

　
　

　
貸

倒
引

当
金

△
 4

,5
0
8
,6

7
4

1
,0

5
5
,0

6
5

（
３

）
貯

蔵
品

0
（
４

）
前

払
金

0
（
５

）
そ

の
他

流
動

資
産

0
　

　
流

動
資

産
合

計
3
6
4
,5

8
2
,1

3
3

資
 産

 合
 計

4
,0

5
8
,5

3
1
,4

6
8

令
和

4
年

度
琴

浦
町

水
道

事
業

予
定

貸
借

対
照

表
(令

和
5
年

3
月

3
1
日

)

資
産

の
部

-
4
-



３
 固

定
負

債
（
１

）
企

業
債

1
,3

7
1
,7

9
8
,3

4
9

（
２

）
リ

ー
ス

債
務

0
固

定
負

債
合

計
1
,3

7
1
,7

9
8
,3

4
9

４
 流

動
負

債
（
１

）
企

業
債

8
4
,0

6
1
,0

4
6

（
２

）
リ

ー
ス

債
務

0
（
３

）
未

払
金

　
　

イ
　

営
業

未
払

金
4
,8

7
8
,1

3
6

　
　

ロ
　

営
業

外
未

払
金

1
,0

0
0
,0

0
0

　
　

ハ
　

そ
の

他
の

未
払

金
0

 　
　

 未
払

金
合

計
 

5
,8

7
8
,1

3
6

（
４

）
前

受
金

0
（
５

）
引

当
金

　
　

イ
　

賞
与

引
当

金
2
,0

9
6
,0

0
0

　
　

ロ
　

法
定

福
利

費
引

当
金

4
2
8
,0

0
0

　
　

　
引

当
金

合
計

2
,5

2
4
,0

0
0

（
６

）
そ

の
他

流
動

負
債

0
流

動
負

債
合

計
9
2
,4

6
3
,1

8
2

５
 繰

延
収

益
（
１

）
長

期
前

受
金

1
,1

6
3
,8

5
6
,9

1
6

（
２

）
収

益
化

累
計

額
△

 4
6
2
,0

4
9
,1

1
8

繰
延

収
益

合
計

7
0
1
,8

0
7
,7

9
8

負
 債

 合
 計

2
,1

6
6
,0

6
9
,3

2
9

負
債

の
部

-
5
-



６
 資

本
金

（
１

）
固

有
資

本
金

1
5
,5

2
7
,7

3
3

（
２

）
出

資
金

2
3
6
,9

0
2
,1

3
7

（
３

）
繰

入
資

本
金

3
7
3
,2

6
9
,1

2
8

（
４

）
組

入
資

本
金

5
8
7
,3

5
7
,2

2
7

資
本

金
合

計
1
,2

1
3
,0

5
6
,2

2
5

７
 剰

余
金

（
１

）
資

本
剰

余
金

　
　

イ
　

受
贈

財
産

評
価

額
1
6
2
,0

7
7
,6

9
6

　
　

ロ
　

寄
附

金
8
,4

0
8
,6

8
1

　
　

ハ
　

そ
の

他
資

本
剰

余
金

1
3
1
,0

6
1
,8

4
4

資
本

剰
余

金
合

計
3
0
1
,5

4
8
,2

2
1

（
２

）
利

益
剰

余
金

　
　

イ
　

減
債

積
立

金
0

　
　

ロ
　

建
設

改
良

積
立

金
1
0
0
,0

0
0
,0

0
0

　
　

ハ
　

当
年

度
未

処
分

利
益

剰
余

金
2
7
7
,8

5
7
,6

9
3

利
益

剰
余

金
合

計
3
7
7
,8

5
7
,6

9
3

剰
余

金
合

計
6
7
9
,4

0
5
,9

1
4

資
 本

 合
 計

1
,8

9
2
,4

6
2
,1

3
9

負
 債

 資
 本

 合
 計

4
,0

5
8
,5

3
1
,4

6
8

資
本

の
部

-
6
-



議
案
第
１
３
０
号

令
和
４
年
度
琴
浦
町
下
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
４
号
）

第
１
条

令
和
４
年
度
琴
浦
町
下
水
道
事
業
会
計
の
補
正
予
算
（
第
４
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
２
条

令
和
４
年
度
琴
浦
町
下
水
道
事
業
会
計
予
算
（
以
下
「
予
算
」
と
い
う
。
）
第
３
条
本
文
を
「
収
益
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
は
、
次
の
と
お

り
と
定
め
る
。
な
お
、
営
業
費
用
中
会
計
処
理
に
係
る
委
託
費
１
，
４
０
８
千
円
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
公
営
企
業
会
計
適
用
債
１
，
２
０
０
千
円

を
借
り
入
れ
る
。
」
に
改
め
、
収
益
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
を
、
次
の
と
お
り
補
正
す
る
。

（
科

目
）

（
既
決
予
定
額
）

（
補
正
予
定
額
）

（
計
）

収
入

第
１
款

下
水
道
事
業
収
益

９
３
１
，
３
６
９
千
円

１
１
，
３
８
６
千
円

９
４
２
，
７
５
５
千
円

第
２
項

営
業
外
収
益

６
５
５
，
３
４
１
千
円

１
１
，
２
０
１
千
円

６
６
６
，
５
４
２
千
円

第
３
項

特
別
利
益

２
２
，
５
４
９
千
円

１
８
５
千
円

２
２
，
７
３
４
千
円

支
出

第
１
款

下
水
道
事
業
費
用

９
２
７
，
８
５
７
千
円

１
１
，
０
０
０
千
円

９
３
８
，
８
５
７
千
円

第
１
項

営
業
費
用

７
８
６
，
８
５
０
千
円

１
１
，
０
０
０
千
円

７
９
７
，
８
５
０
千
円



第
３
条

予
算
第
４
条
本
文
括
弧
書
中
「
不
足
す
る
額
2
7
7
,
9
3
3
千
円
」
を
「
不
足
す
る
額
2
7
8
,
1
3
3
千
円
」
、「
当
年
度
分
損
益
勘
定
留
保
資
金
2
5
8
,
8
5
6

千
円
」
を
「
当
年
度
分
損
益
勘
定
留
保
資
金
2
5
9
,
0
5
6
千
円
」
に
改
め
、
資
本
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
を
次
の
と
お
り
補
正
す
る
。

第
４
条

予
算
第
５
条
に
定
め
た
企
業
債
の
限
度
額
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
科

目
）

（
既
決
予
定
額
）

（
補
正
予
定
額
）

（
計
）

収
入

第
１
款

資
本
的
収
入

２
８
７
，
４
３
６
千
円

３
，
８
０
０
千
円

２
９
１
，
２
３
６
千
円

第
１
項

企
業

債
３
４
，
１
０
０
千
円

３
，
８
０
０
千
円

３
７
，
９
０
０
千
円

支
出

第
１
款

資
本
的
支
出

５
６
５
，
３
６
９
千
円

４
，
０
０
０
千
円

５
６
９
，
３
６
９
千
円

第
１
項

建
設
改
良
費

５
５
，
７
９
７
千
円

４
，
０
０
０
千
円

５
９
，
７
９
７
千
円

起
債
の
目
的

補
正

前
補

正
後

限
度
額

起
債
の
方
法

利
率

償
還
の
方
法

限
度
額

起
債
の
方
法

利
率

償
還
の
方
法

公
共
下
水
道
事

業
債

千
円

2
5
,
3
0
0

証
書
借
入
又

は
証
券
発
行

3
.
5
％
以
内

(
但
し
、
利
率

見
直
し
方
式

で
借
入
れ
る

資
金
に
つ
い

て
利
率
の
見

直
し
を
行
っ

た
後
に
お
い

て
は
、
当
該

見
直
し
後
の

利
率
)

政
府
資
金
に
つ
い
て
は
、

そ
の
融
資
条
件
に
よ
り
、

銀
行
そ
の
他
の
場
合
に
は

そ
の
債
権
者
と
協
定
す
る

も
の
に
よ
る
。
た
だ
し
、

財
政
の
都
合
に
よ
り
据
置

期
間
及
び
償
還
期
限
を
短

縮
し
、
又
は
繰
上
償
還
も

し
く
は
低
利
に
借
換
え
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

千
円

2
7
,
20
0

補
正
前
に
同

じ

補
正
前
に
同

じ

補
正
前
に
同
じ



第
５
条

予
算
第
９
条
に
定
め
た
補
助
金
の
金
額
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

過
疎
対
策
事
業

債

千
円

8
,
8
0
0

証
書
借
入
又

は
証
券
発
行

3
.
5
％
以
内

(
但
し
、
利
率

見
直
し
方
式

で
借
入
れ
る

資
金
に
つ
い

て
利
率
の
見

直
し
を
行
っ

た
後
に
お
い

て
は
、
当
該

見
直
し
後
の

利
率
)

政
府
資
金
に
つ
い
て
は
、
そ

の
融
資
条
件
に
よ
り
、
銀
行

そ
の
他
の
場
合
に
は
そ
の

債
権
者
と
協
定
す
る
も
の

に
よ
る
。
た
だ
し
、
財
政
の

都
合
に
よ
り
据
置
期
間
及

び
償
還
期
限
を
短
縮
し
、
又

は
繰
上
償
還
も
し
く
は
低

利
に
借
換
え
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

千
円

1
0
,
70
0

補
正
前
に
同

じ

補
正
前
に
同

じ

補
正
前
に
同
じ

公
営
企
業
会
計

適
用
債

千
円

0

千
円

1
,
20
0

証
書
借
入
又

は
証
券
発
行

3
.
5
％
以
内

(
但
し
、
利
率

見
直
し
方
式

で
借
入
れ
る

資
金
に
つ
い

て
利
率
の
見

直
し
を
行
っ

た
後
に
お
い

て
は
、
当
該

見
直
し
後
の

利
率
）

政
府
資
金
に
つ
い
て

は
、
そ
の
融
資
条
件
に

よ
り
、
銀
行
そ
の
他
の

場
合
に
は
そ
の
債
権
者

と
協
定
す
る
も
の
に
よ

る
。
た
だ
し
、
財
政
の
都

合
に
よ
り
据
置
期
間
及

び
償
還
期
限
を
短
縮

し
、
又
は
繰
上
償
還
も

し
く
は
低
利
に
借
換
え

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

計
3
4
,
1
0
0

3
9
,
10
0

（
科

目
）

（
既
決
予
定
額
）

（
補
正
予
定
額
）

（
計
）

他
会
計
補
助
金

３
５
９
，
８
６
３
千
円

１
１
，
２
０
０
千
円

３
７
１
，
０
６
３
千
円



令
和
４
年
１
２
月
８
日

提
出

琴
浦

町
長

福
本

ま
り

子

令
和
４
年

月
日

琴
浦
町
議
会
議
長

大
平

高
志



既
決

予
定

額


（
千

円
）

補
正

予
定

額


（
千

円
）

計


（
千

円
）

1
下

水
道

事
業

収
益

9
3
1
,3

6
9

1
1
,3

8
6

9
4
2
,7

5
5

0
2

営
業

外
収

益
6
5
5
,3

4
1

1
1
,2

0
1

6
6
6
,5

4
2

0
1

受
取

利
息

及
び

配
当

金
0

1
1

0
2

他
会

計
補

助
金

3
5
9
,8

6
3

1
1
,2

0
0

3
7
1
,0

6
3

0
3

特
別

利
益

2
2
,5

4
9

1
8
5

2
2
,7

3
4

0
2

過
年

度
損

益
修

正
益

2
2
,5

4
9

1
8
5

2
2
,7

3
4

既
決

予
定

額


（
千

円
）

補
正

予
定

額


（
千

円
）

計


（
千

円
）

1
下

水
道

事
業

費
用

9
2
7
,8

5
7

1
1
,0

0
0

9
3
8
,8

5
7

0
1

営
業

費
用

7
8
6
,8

5
0

1
1
,0

0
0

7
9
7
,8

5
0

0
3

処
理

場
費

1
1
8
,1

7
8

1
1
,2

0
0

1
2
9
,3

7
8

0
5

総
係

費
7
2
,6

2
3

△
 2

0
0

7
2
,4

2
3

令
和

4
年

度
 琴

浦
町

下
水

道
事

業
会

計
補

正
予

算
 (

第
4
号

)実
施

計
画

収
益

的
収

入
及

び
支

出

収
　

入

款
項

目

支
　

出

款
項

目

-
1
-



既
決

予
定

額


（
千

円
）

補
正

予
定

額


（
千

円
）

計


（
千

円
）

1
資

本
的

収
入

2
8
7
,4

3
6

3
,8

0
0

2
9
1
,2

3
6

0
1

企
業

債
3
4
,1

0
0

3
,8

0
0

3
7
,9

0
0

0
1

建
設

改
良

債
3
4
,1

0
0

3
,8

0
0

3
7
,9

0
0

既
決

予
定

額


（
千

円
）

補
正

予
定

額


（
千

円
）

計


（
千

円
）

1
資

本
的

支
出

5
6
5
,3

6
9

4
,0

0
0

5
6
9
,3

6
9

0
1

建
設

改
良

費
5
5
,7

9
7

4
,0

0
0

5
9
,7

9
7

0
1

管
路

建
設

改
良

費
4
7
,2

0
9

4
,0

0
0

5
1
,2

0
9

資
本

的
収

入
及

び
支

出

収
　

入

款
項

目

支
　

出

款
項

目

-
2
-



 普
通

預
金

利
息

一
般

会
計

操
入

金

0
1
0
 過

年
度

損
益

修
正

益
過

年
度

分
農

業
集

落
排

水
使

用
料

電
気

使
用

料

一
般

会
計

操
出

金

令
和

4
年

度
 琴

浦
町

下
水

道
事

業
会

計
補

正
予

算
 (
第

4
号

)説
明

書

収
益

的
収

入
及

び
支

出
収

　
入

　
　

　
明

　
　

　
　

　
細

　
　

　
款

・
項

目
既

決
予

定
額

補
正

予
定

額
計

節
金

額
附

記
（
千

円
）

（
千

円
）

（
千

円
）

（
千

円
）

1
 下

水
道

事
業

収
益

9
3
1
,3

6
9

1
1
,3

8
6

9
4
2
,7

5
5

 0
2
）
 営

業
外

収
益

6
5
5
,3

4
1

1
1
,2

0
1

6
6
6
,5

4
2

0
1
 受

取
利

息
及

び
配

当
金

0
1

1

0
1
0
 預

金
利

息
1

1
千

円

0
2
 他

会
計

補
助

金
3
5
9
,8

6
3

1
1
,2

0
0

3
7
1
,0

6
3

0
1
0
 他

会
計

補
助

金
1
1
,2

0
0

1
1
,2

0
0
千

円

 0
3
）
 特

別
利

益
2
2
,5

4
9

1
8
5

2
2
,7

3
4

0
2
 過

年
度

損
益

修
正

益
2
2
,5

4
9

1
8
5

2
2
,7

3
4

1
8
5

1
8
5
千

円

支
　

出

　
　

　
明

　
　

　
　

　
細

　
　

　

款
・
項

目
既

決
予

定
額

補
正

予
定

額
計

節
金

額
附

記

（
千

円
）

（
千

円
）

（
千

円
）

（
千

円
）

2
 下

水
道

事
業

費
用

9
2
7
,8

5
7

1
1
,0

0
0

9
3
8
,8

5
7

 0
1
）
 営

業
費

用
7
8
6
,8

5
0

1
1
,0

0
0

7
9
7
,8

5
0

0
3
 処

理
場

費
1
1
8
,1

7
8

1
1
,2

0
0

1
2
9
,3

7
8

1
4
0
 光

熱
水

費
1
1
,2

0
0

1
1
,2

0
0
千

円

0
5
 総

係
費

7
2
,6

2
3

△
 2

0
0

7
2
,4

2
3

3
2
0
 負

担
金

△
 2

0
0

△
 2

0
0
千

円

  
  

-
3
-



 公
共

下
水

道
事

業
債

 過
疎

対
策

事
業

債

舗
装

工
事

資
本

的
収

入
及

び
支

出

収
　

入
　

　
　

明
　

　
　

　
　

細
　

　
　

款
・
項

目
既

決
予

定
額

補
正

予
定

額
計

節
金

額
附

記
（
千

円
）

（
千

円
）

（
千

円
）

（
千

円
）

1
 資

本
的

収
入

2
8
7
,4

3
6

3
,8

0
0

2
9
1
,2

3
6

  
  

　
0
1
）
 企

業
債

3
4
,1

0
0

3
,8

0
0

3
7
,9

0
0

0
1
 建

設
改

良
債

3
4
,1

0
0

3
,8

0
0

3
7
,9

0
0

0
1
0
 下

水
道

事
業

債
3
,8

0
0

1
,9

0
0
千

円

1
,9

0
0
千

円

支
　

出

　
　

　
明

　
　

　
　

　
細

　
　

　

款
・
項

目
既

決
予

定
額

補
正

予
定

額
計

節
金

額
附

記

（
千

円
）

（
千

円
）

（
千

円
）

（
千

円
）

4
 資

本
的

支
出

5
6
5
,3

6
9

4
,0

0
0

5
6
9
,3

6
9

　
0
1
）
 建

設
改

良
費

5
5
,7

9
7

4
,0

0
0

5
9
,7

9
7

0
1
 管

路
建

設
改

良
費

4
7
,2

0
9

4
,0

0
0

5
1
,2

0
9

3
7
0
 工

事
請

負
費

4
,0

0
0

4
,0

0
0
千

円

-
4
-



8
,5

3
4

千
円

5
5
6
,2

1
4

千
円

1
1
,3

2
0

千
円

4
,4

1
7

千
円

1
,6

5
2

千
円

3
3
1

千
円

△
 2

9
5
,4

3
8

千
円

△
 1

千
円

1
2
3
,6

0
9

千
円

1
0
,3

9
4

千
円

△
 6

9
千

円

4
2
0
,9

6
3

千
円

1
千

円

△
 1

2
3
,6

0
9

千
円

2
9
7
,3

5
5

千
円

△
 5

4
,4

5
0

千
円

8
,0

3
4

千
円

5
2
,2

9
8

千
円

1
9
,0

2
5

千
円

2
4
,9

0
7

千
円

3
7
,9

0
0

千
円

△
 5

0
9
,5

7
1

千
円

1
,2

0
0

千
円

0
千

円

1
6
6
,0

4
0

千
円

△
 3

0
4
,4

3
1

千
円

1
7
,8

3
1

千
円

2
3
,0

4
8

千
円

4
0
,8

7
9

千
円

令
和

４
年

度
琴

浦
町

下
水

道
事

業
会

計
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

計
算

書

（
令

和
 4

年
 4

月
1
日

か
ら

令
和

 5
年

 3
月

3
1
日

ま
で

：
間

接
法

に
よ

り
作

成
）

(1
)　

業
務

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

当
年

度
純

利
益

減
価

償
却

費

資
産

減
耗

費

貸
倒

引
当

金
の

増
減

額
（
△

は
減

少
）

賞
与

引
当

金
の

増
減

額
（
△

は
減

少
）

法
定

福
利

費
引

当
金

の
増

減
額

（
△

は
減

少
）

長
期

前
受

金
戻

入
額

受
取

利
息

及
び

受
取

配
当

金

支
払

利
息

及
び

企
業

債
取

扱
諸

費

未
収

金
の

増
減

額
（
△

は
増

加
）

未
払

金
の

増
減

額
（
△

は
減

少
）

小
計

利
息

及
び

配
当

金
の

受
取

額

利
息

の
支

払
額

業
務

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

(2
)　

投
資

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

固
定

資
産

の
取

得
に

よ
る

支
出

国
庫

補
助

等
に

よ
る

収
入

他
会

計
か

ら
の

繰
入

金
に

よ
る

収
入

受
益

者
負

担
金

等
に

よ
る

収
入

投
資

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

(3
)　

財
務

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

　
　
　
　
建
設
改
良
等
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
企
業
債
に
よ
る
収
入

　
　
　
　
建
設
改
良
等
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
企
業
債
の
償
還
に
よ
る
支
出

　
　
　
　
そ
の
他
の
企
業
債
に
よ
る
収
入

　
　
　
　
そ
の
他
の
企
業
債
の
償
還
に
よ
る
支
出

　
　
　
　
出
資
金
に
よ
る
収
入

財
務

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

資
金

増
加

額
（
又

は
減

少
額

）

資
金

期
首

残
高

資
金

期
末

残
高

-
5
-



円
円

円
円

　

(1
)

　

イ
土

地
6
1
1
,0

5
4
,6

8
1

　

ロ
建

物
5
7
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議案第１３１号

財産の取得について

（新ふなのえこども園・成美地区公民館建設事業用地）

次のとおり、新ふなのえこども園・成美地区公民館建設事業用地を取得す

ることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の

規定により、本議会の議決を求める。

１ 取得財産名 新ふなのえこども園・成美地区公民館建設事業用地

２ 取 得 場 所 鳥取県東伯郡琴浦町大字出上１３０番地１ ほか５筆

３ 取 得 面 積 ９，８１３ ㎡

４ 取 得 期 日 令和５年 １月 １日 ～ 令和５年 １月３１日

５ 買 収 金 額 一金 ５２，００８，９００ 円

６ 契 約 者 個人６名

令和 ４ 年 １２月 ８日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ４ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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新ふなのえこども園・成美地区公民館建設事業用地 取得場所一覧

整 理

番 号

所有者

番 号
所 在 地 取得面積（㎡）

１ １
東伯郡琴浦町大字出上字左エ門九郎１

３０番地１
７９９

２ ２
東伯郡琴浦町大字出上字左エ門九郎１

３０番地２
２，００８

３ ３
東伯郡琴浦町大字出上字左エ門九郎１

３１番地１
１，９０２

４ ４
東伯郡琴浦町大字出上字左エ門九郎１

３１番地２
１，１３９

５ ５
東伯郡琴浦町大字出上字左エ門九郎１

３１番地３
１，１３７

６ ６
東伯郡琴浦町大字出上字左エ門九郎１

３２番地１
２，８２８

合 計 ９，８１３
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議案第１３２号

字の区域の変更について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定に基づき、土地改

良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第１０項において準用する同法第５

４条第４項の規定による県営土地改良事業（農地中間管理機構関連農地整備事業森藤

地区）に係る換地処分の公告があった日の翌日から、次のとおり本町内の字の区域を

変更する。

令和 ４ 年 １２月 ８ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ４ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志

区域を変更する

字 の 名 称
同左の区域（令和４年１０月２１日現在の地番による。）

大字森藤字八橋野

ノ内立道手前

大字森藤字八橋野ノ内立道手前のうち３７１の２から３７１

の５まで、３７１の１６、３７１の１８から３７１の２１ま

で、３７１の２４、３７１の２８、３７１の２９、３７１の

３１、３７１の３２、３７１の６０から３７１の６６まで、

３７２の１、３７２の３から３７２の５まで、３７２の９か

ら３７２の１２まで、３７２の１５及びこれらと一体をなす

町有地以外の区域

大字森藤字下山

大字森藤字下山の全域

森藤字八橋野ノ内立道手前３７１の２から３７１の５まで、

３７１の１６、３７１の１８から３７１の２１まで、３７１

の２４、３７１の２８、３７１の２９、３７１の３１、３７

１の３２、３７１の６０から３７１の６６まで、３７２の

１、３７２の３から３７２の５まで、３７２の９から３７２

の１２まで、３７２の１５及びこれらと一体をなす町有地
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